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1 １ 県水道ビジョン改定の趣旨 

本県は、昭和55年に「神奈川県水道整備基本構想（平成13年改定）」を策定し、水道施設の合理的、計画

的な整備や効率的な運営管理等を推進する中で、国は、50年、100年後の将来を見据えた水道の理想像等を

示す「新水道ビジョン」を平成25年３月に策定し、都道府県に対し、「新水道ビジョン」を踏まえ、「水道

整備基本構想」に代えて「都道府県水道ビジョン」を策定するよう示しました。 

そこで、本県では、「神奈川県水道整備基本構想」に代えて、県内全域において質の高い水道水を持続的

に供給するための方向性等を示すことを目的とする「神奈川県水道ビジョン」（以下、「県水道ビジョン」

という。）を平成28年３月に策定し、取組みを進めてきました。 

その後、平成30年12月に水道法が改正され、法の目的が「水道を計画的に整備すること」から「水道の

基盤を強化すること」に改められるなど、県水道ビジョンの取組を推進するに当たり、改正法の内容を踏

まえる必要があること、及び、令和４年度に策定した「神奈川県水道広域化推進プラン」の内容を県水道

ビジョンに反映させる必要があることから、県水道ビジョンを改定することとします。なお、この改定に

併せて、取組の進捗度合いを把握できるよう、指標に目標を設定することとします。 

また、2015年９月に国連において採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）については、持続可能な

神奈川の水道をめざす本ビジョンにも通じることから、ＳＤＧｓの趣旨を踏まえて取組みを進めていきま

す。 

 

  

 

 

（1）対象地域 

県内全域を対象地域とします。 

 

（2）計画期間 

令和６年度（2024年度）～令和17年度（2035年度）までの12年間を計画期間とします。 

 

 

1 １ 県水道ビジョン策定の趣旨 

本県は、昭和55年に、「神奈川県水道整備基本構想」（以下、「基本構想」という。）を策定し、増大する

水需要に合わせた水道整備を促進してきました。 

基本構想では、県内を東部地域、西部地域に区分し、東部地域については、大規模な水源開発を図り、

それに伴う水道用水供給事業を促進すること、西部地域については、需要水量に応じた必要な水道施設整

備を図ることなどを基本方針としました。その後、平成13年に水道施設の合理的、計画的な整備や効率的

な運営管理を推進するために改定しました。 

この基本構想の目標年度である平成27年度を迎えた現在、少子高齢化に伴う人口減少社会の到来や、省

資源型のライフスタイルの定着など水道事業を取り巻く環境は大きく変化しようとしています。また、東

日本大震災という未曾有の大規模災害を経験し、災害対策の重要性を改めて認識したところです。今後は

そうした中で、水道事業運営の安定性を確保し、老朽化した水道施設の更新や、大規模災害に対する備え、

水質管理の充実などを着実に進めていく必要があります。 

また、国は平成25年３月に新水道ビジョンを策定し、50年、100年後の将来を見据え、水道の理想像を明

示し、水道事業者等の目指すべき方向性やその実現方策、関係者の役割分担などを明らかにするとともに、

新水道ビジョンを踏まえ、都道府県に対し、「水道整備基本構想」に代えて「都道府県水道ビジョン」を策

定するよう示しています。 

そこで、長期的、広域的視点から、本県の水道が抱える課題を整理し、県内全域において質の高い水道

水を持続的に供給するための方向性を示すことを目的に基本構想を改定し、「神奈川県水道ビジョン」（以

下、「県水道ビジョン」という。）を策定します。 

 

（1）対象地域 

県内全域を対象地域とします。 

 

（2）計画期間 

50年先を視野に入れ、平成28年度～平成37年度（2025年度）までの10年間を計画期間とします。 
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2 【神奈川県水道ビジョンと各計画との関係】 

 

関 係 図 

2 【県水道ビジョン特に新水道ビジョン等との関係】 

 

関 係 図  
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3 ２ 一般概況 

（1）地勢 

本県は、関東平野の南西部に位置し、北部は東京都、西部は山梨県及び静岡県と接し、他は東京湾、相

模湾に面しています。 

地形は大きく中央地域、西部地域、東部地域に分けられます。 

中央地域には相模川が流れ、沿岸に低地と台地が広がっています。西部地域は、丹沢山塊と箱根連山が

あり、その前面には秦野盆地、大磯丘陵が続き、すそ野には酒匂川、狩川によってつくられた足柄平野が

広がっています。東部地域は、多摩丘陵、下末吉台地、多摩川低地と続き、南には三浦半島があります。 

本県の面積は、約2,416.11k㎡でわが国の0.64%に当り、19市13町１村に分かれ、市部の面積が全体の約

74.9%を占めています。 

 

（2）人口 

本県の人口は、令和●年●月●日現在、●●●万人で、全国に占める位置は、東京都に次いで第２位で

す。人口密度は、１k㎡当り●●●人で、東京都、大阪府に次いで全国第３位となっています。 

市部の人口は、●●●万人で県全体の●●%を占め、このうち●●万人は、指定都市である横浜市、川崎

市、相模原市に分布し、県全体の●●%を占めています。 

人口の推移は、平成●●年以後の●●年間では、平均して毎年●万人程度増加していましたが、平成●

年は●千人台、平成●年・●年は●万人台の増加となりました。将来の人口は、かながわグランドデザイ

ン（第３期実施計画プロジェクト編）では、2060年（令和42年）には●●●万人に減少すると見込まれて

います。 

3 ２ 一般概況 

（1）地勢 

本県は、関東平野の南西部に位置し、北部は東京都、西部は山梨県及び静岡県と接し、他は東京湾、相

模湾に面しています。 

地形は大きく中央地域、西部地域、東部地域に分けられます。 

中央地域には相模川が流れ、沿岸に低地と台地が広がっています。西部地域は、丹沢山塊と箱根連山が

あり、その前面には秦野盆地、大磯丘陵が続き、すそ野には酒匂川、狩川によってつくられた足柄平野が

広がっています。東部地域は、多摩丘陵、下末吉台地、多摩川低地と続き、南には三浦半島があります。 

本県の面積は、約2,416.05k㎡でわが国の0.64%に当り、19市13町１村に分かれ、市部の面積が全体の約

74.9%を占めています。 

 

（2）人口 

本県の人口は、平成25年10月１日現在、9,081,742人で、全国に占める位置は、東京都についで第２位で

す。人口密度は、１k㎡当り3,759人で、東京都、大阪府に次いで全国第３位の人口過密県となっています。 

市部の人口は、8,782,265人で県全体の96.7%を占め、このうち5,871,317人は、指定都市である横浜市、

川崎市、相模原市に分布し、県全体の64.6%を占めています。 

人口の推移は、平成８年以後の15年間では、平均して毎年５万人程度増加していましたが、平成23年は

９千人台、平成24年・25年は１万人台の増加となりました。将来の人口は、かながわグランドデザイン（第

２期実施計画プロジェクト編）では、2060年（平成72年）には759.7万人に減少すると見込まれています。 
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4 （3）産業 

ア 工業 

2020年工業統計調査（令和２年６月１日現在）によると、従業員４人以上の事業所数は7,267事業所、

従業者数は356,780人となっています。また、令和２年の製造品出荷額等は15兆8,353億円で、製造品

出荷額等に占める業種別の割合は、輸送機19.5%、化学11.6%、石油10.4%、などとなっています。なお、

製造品出荷額等は、全国で第４位に位置し、全国出荷額の5.2%を占めています。 

 

 

イ 商業 

令和３年経済センサス－活動調査（令和３年６月１日現在）によると、卸売・小売業の事業所数は

61,012事業所、従業者数は662,978人、年間商品販売額は20兆9,689億円となっており、全国では事業

所数で第４位、従業者数で第４位、年間商品販売額で第５位に位置しています。 

 

ウ 農業 

県勢要覧（令和４年度）によると、令和３年の耕地面積は18,200ヘクタールで県土の約7.5%を占め

ています。令和２年の農業産出額は659億円で、構成比は野菜52.4%、畜産22.3%、果樹・花き15.9%と

なっています。 

 

エ 林業 

県勢要覧（令和４年度）によると、林業の状況は、森林面積は94,701ヘクタール（令和３年３月現

在）で、県土面積の約39%を占めています。令和３年度の木材生産量は29,335㎥となっています。 

 

オ 水産業 

県勢要覧（令和４年度）によると、令和２年の本県の海面漁業・養殖業生産量は、28,968トン（漁

業28,152トン、養殖業816トン）であり、全国の海面漁業、養殖業生産量4,183,116トン（漁業3,213,

035トン、養殖業970,081トン）の約0.69%を占めています。 

 

 

 

4 （3）産業 

ア 工業 

平成25年工業統計調査（平成25年12月31日現在）によると、従業員４人以上の事業所数は8,433事業

所、従業者数は355,292人で、前年に比べ11,876人（対前年比3.2%減）減少し、6年連続の減少となりま

した。平成25年の製造品出荷額等は17兆2,261億円で、前年に比べ2,352億円（対前年比1.3%減）減少し

ました。製造品出荷額等に占める業種別の割合は、輸送機20.8%、石油16.6%、化学10.2%、食料8.0%など

となっています。なお、製造品出荷額等は、全国で第２位に位置し、全国出荷額の5.9%を占めています。 

 

イ 商業 

平成26年商業統計調査（平成26年７月１日現在）から商業の状況をみると、卸売・小売業の事業所数

は48,275事業所、従業者数は476,534人、年間商品販売額は16兆9,338億円となっており、全国では事業

所数で第４位、従業者数で第４位、年間商品販売額で第５位に位置しています。 

 

ウ 農業 

平成25年の耕地面積は20,000ヘクタールで県土の約8.3%を占めています。平成24年の農業産出額は80

5億円（対前年比99.5%）で、構成比は野菜55.2%、畜産18.8%、果樹・花き17.3%となっており、野菜、果

実、牛乳等の生鮮食料の占める割合が高くなっています。（平成26年度県勢要覧） 

 

エ 林業 

林業の状況をみると、森林面積は94,857ヘクタール（平成25年４月１日現在）で、県土面積の約39%を

占めています。平成25年度の木材生産量は17,152㎥となっています。（平成26年度県勢要覧） 

 

オ 水産業 

平成24年の本県の海面漁業・養殖業生産量は、42,685トン（漁業41,411トン、養殖業1,274トン）であ

り、全国の海面漁業、養殖業生産量4,798,024トン（漁業3,758,520トン、養殖業1,039,504トン）の約0.

9%を占めています。(平成26年度県勢要覧) 

平成25年の漁業センサス（平成25年11月１日現在）に基づく漁業経営体数は、1,157経営体で、漁業就

業者数2,273人、漁船2,096隻となっています。 
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5 （4）水資源 

ア 降水量 

令和４年の年間降水量は、相模湖で1,377.0mm、丹沢湖で2,099.0㎜、横浜で1,657.5mmとなっていま

す。（気象庁公表）（気象庁公表） 

 

イ 河川水 

県内を流れる河川は、相模川水系と酒匂川水系に大きく分けられます。相模川河水統制事業による

相模ダム（昭和22年完成）、相模川総合開発事業による城山ダム（昭和40年完成）、酒匂川総合開発事

業による三保ダム（昭和54年完成）、相模川水系建設事業による宮ヶ瀬ダム（平成13年完成）による水

資源の開発が行われ水不足の心配は極めて少なくなっています。 

ウ 地下水 

県西部地域は、豊富な地下水に恵まれており、井戸水、湧水、伏流水を水源とした水道事業が多く

あります。 

  

 

 

5 （4）水資源 

ア 降水量 

平成25年の年間降水量は、県西部地域に位置する相模湖で1,587.0mm、丹沢湖で 1,729.0㎜、県東部

地域に位置する横浜で1,516.5mmとなっています。（気象庁公表） 

 

イ 河川水 

県内を流れる河川は、相模川水系と酒匂川水系に大きく分けられます。相模川河水統制事業による相

模ダム（昭和22年完成）、相模川総合開発事業による城山ダム（昭和40年完成）、酒匂川総合開発事業に

よる三保ダム（昭和54年完成）、相模川水系建設事業による宮ヶ瀬ダム（平成13年完成）による水資源の

開発が行われ水不足の心配は極めて少なくなっています。 

 

ウ 地下水 

県西部地域は、豊富な地下水に恵まれており、井戸水、湧水、伏流水を水源とした水道事業が多くあ

ります。 

 

 

※１ 森林の荒廃など水源環境の劣化が進んだことから、将来にわたり良質な水を安定的に確保するため、

「かながわ水源環境保全・再生施策大綱」に基づき水源環境の保全・再生に取り組んでいます。 

※２ 伏流水：河川を流れる水のうち、河床などに形成された砂利層を流れる水。 
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6 ３ 水道の現況 

（1）水道施設数と水道普及率 

ア 水道事業等の数 

本県の水道事業等の数は次のとおりとなっています。 

・水道用水供給事業：   1 

・上水道事業   ：  20 

・簡易水道事業  ：  14 

・専用水道    ：  485 

・簡易専用水道  ：15,269 

・小規模水道   ：  117 

・小規模貯水槽水道：15,738 

（簡易水道は令和５年４月１日時点、その他は令和３年度末時点） 

 

県全体の給水人口が約920万人であるのに対し、神奈川県企業庁（以下、「企業庁」という。12市６

町に給水）、横浜市、川崎市及び横須賀市の４団体（以下、「４水道事業者」という。）の令和３年度末

の給水人口は約919万人となっており、県全体の給水人口の約93％を占めています。 

水道用水供給事業は、この４水道事業者が設立した神奈川県内広域水道企業団(以下、「企業団」と

いう。)が実施しています。 

４水道事業者は増大する水需要に対応するために、水源地域の協力のもと、共同で相模川水系の水

源開発を行いました。その後、企業団は更なる水需要に対応するための水源開発として、水源地域の

協力のもと、県西部の酒匂川水系に三保ダムの建設、相模川水系には宮ヶ瀬ダムの建設を行い、水道

用水の供給を行っています。 

 簡易水道事業は、上水道事業への統合などにより減少が進んでおり、令和５年４月１日時点で14事

業となっています。 

専用水道は平成８年度以降減少傾向にありましたが、平成13年度の水道法改正により、１日最大給

水量が20㎥を越えるものが新たに対象とされたことにより増加し、現在は横ばいの状況です。 

簡易専用水道は、他の水道から水を受水槽（有効容量が10㎥を超えるもの）に受けて建物内に供給

するための施設で、ビルやマンションに多くみられます。 

また、水道法の適用を受けない小規模水道や小規模貯水槽水道については、安全で衛生的な飲料水

を確保するという目的から、神奈川県と県内の全ての市が、それぞれ条例を制定し、適正な管理を促

しています。 

 

6 ３ 水道の現況 

（1）水道施設数と水道普及率 

ア 水道施設数  

平成25年度末の本県の水道は、水道用水供給事業１、上水道事業20、簡易水道事業17、専用水道495、

簡易専用水道17,614、小規模水道157、小規模受水槽水道17,432となっています。 

上水道事業20のうち規模の大きなものは、神奈川県（12市６町に給水している広域水道）、横浜市、川

崎市、横須賀市の４団体（以下、「４水道事業者」という。）であり、県全体の給水人口が約906万人に対

し、４水道事業者の平成25年度末の給水人口は約836万人となっています。 

水道用水供給事業は、４水道事業者が設立した神奈川県内広域水道企業団 (以下、「企業団」という。)

が実施しています。 

４水道事業者は増大する水需要に対応  するために、水源地域の協力のもと、共同で相模川水系の水

源開発を行いました。その後、企業団は更なる水需要に対応するため、水源地域の協力のもと、県西部

の酒匂川水系に三保ダムの建設、相模川水系には宮ヶ瀬ダムの建設という水源開発を行い、水道用水の

供給を行っています。この結果、４水道事業者及び企業団が水源を共同しているエリアの給水人口は県

全体の給水人口の約93％にのぼり、広域化による水源の確保が図られています。 

簡易水道事業は、上水道事業への統合などにより減少が進んでおり、17事業となっています。 

専用水道は平成８年度以降減少傾向にありましたが、平成13年度の水道法改正により、１日最大給水

量が20㎥を越えるものが新たに対象とされたことにより増加しました。 
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7   

 水道の種類 

水道用水 
供給事業 

水道事業者に浄水した水を卸売りする事業。 

上水道事業 一般の需要に応じて水を供給する事業で、計画給水人口が5,001人以上の
もの。 

簡易水道 
事業   

一般の需要に応じて水を供給する事業で、計画給水人口が101人以上5,000
人以下のもの。 

専用水道 自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、101
人以上の居住者に対して水を供給するもの、又は1日最大給水量が20㎥を
超えるもの（政令で定める基準を満たすものは除く）。 

簡易専用 
水道   

他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、それを受水槽に受けて建物
内に供給するための施設で、その受水槽の有効容量の合計が10㎥を超える
もの。 

小規模水道 上水道、簡易水道、専用水道及び簡易専用水道以外の水道で、居住に必要
な水を供給するもの（専ら一戸の住宅に供給するものを除く）。 

小規模貯 
水槽水道 

他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、それを受水槽に受けて建物
内に供給するための施設で、その受水槽の有効容量の合計が10㎥以下のも
の。 

 

 

 

 

【水道施設の推移表】 

7 簡易専用水道は、他の水道から水を受水槽（有効容量が10㎥を超えるもの）に受けて建物内に供給す

るための施設で、ビルやマンションに多くみられます。 

また、水道法の適用を受けない小規模水道や小規模受水槽水道については、安全で衛生的な飲料水を

確保するという目的から、神奈川県と県内の全ての市が、それぞれ条例を制定し、適正な管理を促して

います。 

 

【水道施設の推移】 

 

 

※３ 水道用水供給事業：水道事業者に浄水した水を卸売りする事業。 

※４ 上水道  ：一般の需要に応じて水を供給する事業で、計画給水人口が5,001人以上のもの。 

※５ 簡易水道：一般の需要に応じて水を供給する事業で、計画給水人口が101人以上5,000人以下のもの。 

※６ 専用水道：自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、101人以上の居住者に

対して水を供給するもの、又は1日最大給水量が20㎥を超えるもの（政令で定める基準を満たすものは除

く）。 

※７ 簡易専用水道：他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、それを受水槽に受けて建物内に供給す

るための施設で、その受水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるもの。 

※８ 小規模水道：上水道、簡易水道、専用水道及び簡易専用水道以外の水道で、居住に必要な水を供給す

るもの（専ら一戸の住宅に供給するものを除く）。 

※９ 小規模受水槽水道：他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、それを受水槽に受けて建物内に供

給するための施設で、その受水槽の有効容量の合計が10㎥以下のもの。 
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8 イ 水道普及率 

令和３年度末の本県の水道普及率は99.9%となっています。 

給水人口を水道の種類別にみると、上水道が給水人口の99.7%を占め、簡易水道が0.2%、専用水道（自

己水源のみで給水を行なっているもの）が0.1%となっています。 

 

【水道普及状況の推移表】 

 

 

8 イ 水道普及率 

平成25年度末の本県の水道普及率は99.9％となっており、全国平均の97.7％を上回っています。 

給水人口を水道の種類別にみると、上水道が給水人口の99.8％を占め、簡易水道が0.2％、専用水道（自

己水源のみで給水を行なっているもの）が0.1％となっています。 

 

【水道普及状況の推移】 
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10 （2）水源の状況 

令和３年度の水道用水供給事業と上水道の年間取水量の合計は約11億㎥となっています。 

水源の状況については、水道用水供給事業はすべて表流水、上水道では表流水が90.8%を占め、簡易水道

では、伏流水と湧水で79.5%を占めています。 

 

【水道種別・水源別の取水量の状況表】 

 

 

 

9 （2）水源の状況 

平成25年度の水道用水供給事業、上水道及び簡易水道の取水量の合計は約12億㎥となっています。 

水源の状況については、水道用水供給事業はすべて表流水※10、上水道では表流水が84.6%を占め、簡易

水道では、伏流水と湧水で82.9%を占めています。 

 

【水源内訳（取水量）の状況】 

 

 

※10 表流水：河川、湖沼等、陸地表面に存在する水。 
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11 （3）給水量の状況 

令和３年度の上水道の年間給水量の合計は約10億7,348万㎥、１人１日平均給水量は320リットル、１人

１日最大給水量は348リットルとなっています。 

 

【年間給水量と給水人口の推移表（上水道）】 

 

 

【１人１日給水量の推移表（上水道）】 

 

 

10 （3）給水量の状況 

平成25年度の上水道の年間給水量の合計は約10億9,338万㎥、１人１日平均給水量は331Ｌ、１人１日最

大給水量は368Ｌとなっています。 

 

【年間給水量と給水人口の推移（上水道）】 

 

 

【１人１日給水量の推移（上水道）】 
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12 ４ 圏域の区分 

これまで県内を一つの圏域とし、「水源」の状況に着目して「共同水源エリア」と「個別水源エリア」の

２つのエリアを設定し、取組を進めてきました。 

今後は、水道の基盤強化の一環として、平成30年12月に改正された水道法に基づき、水道事業の広域連

携を推進することが求められることから、「水源」の状況等を含む地域の特性を的確に捉えた上で、広域連

携に係る取組の実効性を高めるため、県東部・県央部・県西部の３つの圏域を設定し、取組を進めること

とします。 

（1）県東部圏域 

ア 圏域を構成する水道事業者等 

企業庁（箱根地区水道事業は除く）、横浜市、川崎市、横須賀市、 

三浦市、企業団 

 

イ 圏域の特徴 

企業庁、横浜市、川崎市、横須賀市の４水道事業者は、共同で水源開発を行うとともに、浄水場な

どの重複投資を避けるため、昭和44年に企業団を創設するなど、従前から広域的な取組みが行われて

います。三浦市も相模川の水を横須賀市経由で給水しており、同一の水源を活用している圏域です。 

 

（2）県央部圏域 

ア 圏域を構成する水道事業者 

企業庁（箱根地区水道事業は除く）、秦野市、座間市、愛川町、相模原市、 

清川村 

 

イ 圏域の特徴 

座間市、秦野市は自己水源に加えて企業庁から分水を受けていることや、相模原市、愛川町は企業

庁の給水区域を含むなど、企業庁との深い関わりがある圏域です。 

なお、企業庁（箱根地区水道事業は除く）は、県東部圏域及び県央部圏域の 両方を構成する水道

事業者になります。 

 

（3）県西部圏域 

ア 圏域を構成する水道事業者 

小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、 

箱根町、真鶴町、湯河原町、企業庁（箱根地区水道事業）、宮下簡易水道 

事業組合 

 

イ 圏域の特徴 

従前から水道事業の広域化に向けた検討が進められている県西部の２市８町で構成され、主に地下

水などの個別の水源を活用している圏域です。 

11 ４ 圏域の区分 

基本構想では県内を東部地域、西部地域の二つの圏域に分け、東部地域は、大規模な水源開発と水道用

水供給事業の促進、西部地域は需要水量に応じた必要な水道施設整備を行うこととして、安定的な水道水

の供給を確保してきました。 

今後は、これまでの水源開発を目的とした圏域設定から、人口減少社会へ対応した安定的な水道事業運

営を目的とした圏域設定に見直す必要があります。そのためには、技術的財政的基盤を確保し、広域化の

検討を着実に進める等、これまでの圏域を越えた全県的な幅広い連携が重要であると考えられます。そこ

で、これまでの圏域を廃し、県内を一つの圏域として設定します。 

また、本県の水道事業には次のような特徴があり、それらを踏まえて、本水道ビジョンでは圏域内に二

つのエリアを設定します。 

特徴の一つは、４水道事業者は、共同で水源を開発したこと、また、４水道事業者を構成団体とする企

業団が４水道事業者の水道用水の一部を供給する仕組み（水道用水供給事業）を運用している点にありま

す。広域的な取組みにより、水道用水の広域的有効利用や重複投資の回避等が図られています。この給水

エリア（以下、「共同水源エリア」という。）は広範囲にわたっており、県全体の給水人口の93％に及んで

います。 

このエリア内のうち４水道事業者は、職員も多く、これまで培ってきた技術を活かした海外支援の取組

みや包括委託、ＰＦＩによる民間活力の導入も行われています。 

もう一つの特徴として、共同水源エリア以外の地域（以下、「個別水源エリア」という。）では、水道事

業者が単独で水道事業を運営しており、給水人口が１万人から２万人程度の小規模な水道事業者が多く、

少ない職員で運営していることがあげられます。地下水等の個別の水源から得られる良質な水を活用して

いる水道事業者が多くあります。 

 

 

※11 包括委託：水道業務を包括的かつ複数年にわたって委託する手法。 

※12 ＰＦＩ  ：浄水場などの公共施設を新設する際に、設計・建設・維持管理・修繕等の業務について民

間事業者の資金とノウハウを活用し、一体的に委託する手法。 
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14 【圏域図】 

 

 

【圏域別の給水人口、年間給水量、施設数等表】 

12 【水道の現況図】 

 

 

※13 職員数 ：上水道、簡易水道等を含む県内全水道事業者の臨時職員を含んだ職員数。 

※14 ６事業者：（上水道 5）神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市、三浦市 

（水道用水供給事業 1）神奈川県内広域水道企業団 

※15 20事業者：（上水道 14）小田原市、秦野市、座間市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、

開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、神奈川県（箱根地区（事業者数は重複）） 

（簡易水道 6）相模原市、清川村、４簡易水道組合 
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16 ５ 給水量の見通しについて 

2020年の国勢調査結果における県の総人口は923.7万人で過去最高となりました。しかしながら、県の総

人口は2021年10月に、前年同月比で統計開始以来初めて減少に転じ、本県においても死亡者数が出生者数

を上回る自然減が社会増を上回り人口減少局面に入りました。 

給水量については、節水の進展などにより平成４年度をピークに減少しており、人口減少社会の到来に

より、給水量はさらに減少することが考えられます。 

なお、川崎・横浜はしばらく人口増加が続くことが見込まれる一方、県央地域や湘南地域の人口は今後

減少し、三浦半島地域や県西地域では引き続き人口減少が見込まれるなど、その状況については、地域に

より差がみられます。 

 

 

13 ５ 給水量の見通しについて 

現在、本県の人口は増加していますが、県全体の水道の１日平均給水量は、節水の進展などにより平成

４年度をピークに減少しています。水道事業は、市町村経営が原則となっていますが、市町村別の人口推

計がされている国立社会保障人口問題研究所の人口推計（平成25年３月推計）では、今後、本県の人口は

減少に転じると予測されており、節水がこれからも進むことからも、給水量はさらに減少することが見込

まれます。 

平成22年と比較した場合の30年後の人口増減率は、減少率が20%を超える市町村は、共同水源エリアでは

横須賀市、三浦市の２市であるのに対し、個別水源エリアでは相模原市、秦野市、座間市及び開成町を除

いた11市町村となっており、エリア間で差がみられます。 

 

【2010年（平成22年）と比較した場合の30年後2040年（平成52年）の人口増減率】 
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 改定ビジョン  頁 H28年３月 現行ビジョン 

17 ６ 現状分析と評価、課題の抽出 

（1）現状分析・評価の方法等 

ア 分析・評価の視点 

国が策定した新水道ビジョン（平成25年３月）では、次の３つの視点から課題整理がされています。 

県水道ビジョンでも同様の視点から、県内の水道事業の現状について分析・評価し、将来へ向けた

課題を整理します。 

  

【３つの視点】 

❖ 水道サービスの持続性は確保されているか（持続可能な水道） 

❖ 安全な水の供給は保証されているか（安全な水の供給） 

❖ 危機管理への対応は徹底されているか（強靭な水道） 

  

イ 分析・評価の方法 

定量的な目標を定めた指標を用いて、取組に関する分析・評価を行うとともに、水道統計や業務指

標（ＰＩ）、水道水質関連調査結果等を活用し、本県の水道の状況を随時、把握します。 

  

 

ウ 県水道ビジョン中間点検等の公表 

県水道ビジョンで掲げている取組の進捗や目標達成状況については、４年に１回、定期的に点検を

行います。この点検結果については、水道事業者等の関係機関と共有するとともに、県のホームペー

ジで公表します。 

 

 

14 ６ 現状分析と評価、課題の抽出 

（1）現状分析・評価の方法等 

ア 分析・評価の視点 

国が策定した新水道ビジョン（平成25年３月）では、 

  水道サービスの持続性は確保されているか（持続可能な水道） 

  安全な水の供給は保証されているか（安全な水の供給） 

  危機管理への対応は徹底されているか（強靭な水道） 

の視点から課題整理がされています。県水道ビジョンでも同様の視点から、県内の水道事業の現状につ

いて分析・評価し、将来へ向けた課題を整理します。 

また、基本構想と神奈川県東部地域広域的水道整備計画（以下、「整備計画」という。）の評価を行い

ます。 

 

イ 分析・評価の方法 

水道統計、（公社）日本水道協会が平成17年１月に制定した水道サービスを総合的に判断するための規

格である業務指標（ＰＩ）及び水道水質関連調査等を活用し、定量的なデータに基づいて、エリアごと

に全国値と比較するなどにより、分析・評価を行います。 

水道統計、業務指標（ＰＩ）及び水道水質関連調査結果については、平成25年度の上水道18事業者に

係る数値を使用しています。なお、水道水質関連調査結果を利用した一部の指標については、県内全市

町村に係る数値を使用している場合があります。 

 

 

※16 業務指標（ＰＩ）：水道事業の定量化によるサービス水準の向上のため制定した規格のこと。 

※17 (2)現状分析・評価（P.15～）において出典の記載がないものは水道統計。 

※18 上水道18事業者：（共同水源エリア  5）神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市、三浦市 

（個別水源エリア 13）小田原市、秦野市、座間市、南足柄市、中井町、大井町、松田

町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町 
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 改定ビジョン  頁 H28年３月 現行ビジョン 

18 （2）現状分析・評価 

ア 水道サービスの持続性は確保されているか（持続可能な水道） 

（ア）資産管理 

① アセットマネジメントの実施状況（タイプ３Ｃ以上） 

・ アセットマネジメントとは、現有資産の中長期の更新需要と財政収支見通

しを検討し、財源確保の方策を講じるもの。 

  

➤ 令和２年度に実施した改定前の県水道ビジョンの中間点検時点（以下、「中間点検時」）に

おいて把握した平成27年度から令和元年度にかけてのタイプ３Ｃ以上のアセットマネジメン

トの実施状況は向上していますが、さらに取組みを進めることが必要です。 

将来にわたって安定的に水道事業等を経営するため、長期的な視野に立った計画的な資産

管理を行う必要があります。 

 

現 状 値 の 表■アセットマネジメント（タイプ３Ｃ以上）を実施している水道事業者数 

 

 【アセットマネジメントの検討手法】 

◆ 更新需要と財政収支見通しにおいて、それぞれ以下の検討手法（タイプ）

があり、一般的にはそれぞれを組み合せた呼称（タイプ３Ｃ、タイプ４Ｄ等）

を用います。 

【更新需要の検討手法】 

・タイプ１[簡略型］：固定資産台帳がない場合の検討手法 

・タイプ２[簡略型]：固定資産台帳等はあるが更新工事と整合がとれない場

合の検討手法 

・タイプ３[標準型]：更新工事と整合した資産データがある場合の検討手法 

・タイプ４[詳細型]：将来の水需要等の推移を踏まえ再構築や施設規模の適

正化を考慮した場合の検討手法 

【財政収支見通しの検討手法】 

・タイプＡ[簡略型］：事業費の大きさで判断する検討手法 

・タイプＢ[簡略型］：資金収支、資金残高により判断する検討手法 

・タイプＣ[標準型]：簡易な財政シミュレーションを行う検討手法 

・タイプＤ[詳細型]：更新需要以外の変動要素を考慮した検討手法 

 

 

 

 

 

15 （2）現状分析・評価 

ア 水道サービスの持続性は確保されているか（持続可能な水道） 

（ア）水道施設の管理 

① 有効率 

有効水量を給水量で除したもの。水道施設等を通して給水される水量が有効に使用されているかどう

かを示す指標であり、有効率の向上は経営上の目標となるものです。               

 

有効率は、共同水源エリアで93.8％、個別水源エリアで93.5％となっています。両エリアとも全国

値92.9%を上回っています。有効率の向上を図るためには、計画的な管路の補修、更新が必要です。 

 

 

② 施設最大稼働率 

施設能力に占める一日最大給水量の割合を示したもので、水道事業の施設効率を表すもの。（業務指標

（PI））                                           

 

施設最大稼働率は、共同水源エリアで65.5％、個別水源エリアで60.7％となっており、両エリアと

も全国値68.0%を下回っています。これまでは、増大する水需要に対応するため施設を最大限稼働させ

てきましたが、今後は施設能力の余裕分を活用し、運転を停止して大規模改修を行うとともに、今後

の給水量減少を踏まえた水道施設規模に更新する必要があります。 
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 改定ビジョン  頁 H28年３月 現行ビジョン 

19 ② 収支の見通しの公表状況 

・ 水道事業者が、収支の見通しを作成し、公表しているかを把握するもの。 

  

➤ 収支の見通しの公表状況は、県全体で63.6%となっており、圏域別に見ると、県東部圏域の

66.7％や県央部圏域の75.0％と比べて、県西部圏域は58.3%と低くなっています。 

水道事業者は、水道施設の更新に要する費用を含むその事業に係る収支の見通しを作成し、

これを公表するよう努めることとされています。 

水道事業等の収支の見通し等に関する情報を広報・周知し、水道施設の計画的な更新等に

必要な財源を確保していくことについて、需要者（住民等）の理解を得ることは重要です。 

 

現 状 値 の 表■収支の見通しを公表している水道事業者数 

 

 

③ 管路平面図の電子化状況 

・ 水道施設の位置、構造、設置時期等の施設管理上の基礎的事項を記載した

水道施設台帳のうち、「管路平面図」について電子化されているかを把握する

もの。 

  

➤ 管路平面図の電子化状況は、県全体で86.4%となっており、圏域別に見ると、県東部圏域及

び県央部圏域の100.0％と比べて、県西部圏域は75.0%と低くなっています。 

効率的な資産管理及び災害時などの危機管理対策の観点からも、水道施設台帳の電子化を

行うことは重要です。 

 

現 状 値 の 表■管路平面図を電子化している水道事業者数 

 

 

④ コンクリート構造物の点検実施状況 

・ コンクリート構造物が、定期的に点検されているかを把握するもの。 

  

➤ 水道法により水道事業者等は、水道施設を良好な状態に保つため、その維持及び修繕を行

わなければならないとされており、「コンクリート構造物にあっては、おおむね５年に１回以

上」点検をすることとされています。 

定期的な点検等を通じて施設を良好な状態に保ち、老朽化等に起因する事故を防止する必

要があります。 

 

 

現 状 値 の 表■コンクリート構造物の点検をおおむね５年に１回実施している水道事業者数 
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 改定ビジョン  頁 H28年３月 現行ビジョン 

21 ⑤ 道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等の点検実施状況 

(水道法施行規則に規定されるもの※) 

・ 道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等が、定期的に点検されているか

を把握するもの。 

  

➤ 水道法により水道事業者等は、水道施設を良好な状態に保つため、その維持及び修繕を行

わなければならないとされており、令和６年４月１日から「道路、河川、鉄道等を架空横断

する管路等にあっては、おおむね５年に１回以上」点検をすることとされました。 

定期的な点検等を通じて施設を良好な状態に保ち、老朽化等に起因する事故を防止する必

要があります。 

 

 

※道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等（損傷、腐食その他の劣化その他

の異状が生じた場合に水の供給又は当該道路、河川、鉄道等に大きな支障を

及ぼすおそれがあるもの。 

 

 

 

⑥ 施設最大稼働率 

・ 施設能力に占める一日最大給水量の割合を示したもので、水道事業の施設

効率を表すもの。（業務指標（ＰＩ）） 

 

➤ これまでは、増大する水需要に対応するため施設を最大限稼働させてきましたが、今後は

施設の予備力を活用し、運転を停止して大規模改修を行うとともに、今後の給水量減少を踏

まえた水道施設規模に更新することが重要です。 

 

 

【施設最大稼働率の表】 
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 改定ビジョン  頁 H28年３月 現行ビジョン 

23 （イ）事業運営 

人口減少社会の到来による給水人口の減少や節水機器の普及等により、給水量が減少し、これに

伴う営業利益の減少が考えられます。 

このため、経営環境が厳しさを増す中においても、健全で安定的な水道事業の運営を確保してい

く必要があります。 

 

 

 

 

16 （イ） 経営状況 

① 給水人口、給水量、営業利益の状況 

給水人口の状況と給水量、営業利益の状況から、経営状況の傾向を表すもの。           

 

両エリアとも、給水人口は微増していますが、節水機器の普及等により給水量は減少しており、給

水量の減少に伴い営業利益も減少しています。 

今後、人口減少に転じることや節水が進むことで、さらに給水量や営業利益の減少が見込まれます。

そのような中であっても、安定的な水道事業運営を確保していく必要があります。 
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 改定ビジョン  頁 H28年３月 現行ビジョン 

23 ① 経常収支比率及び総収支比率の状況(100%以上の状況) 

[経常収支比率] 

・ 経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示したもので、水

道事業の収益性を表すもの。（業務指標（ＰＩ）） 

 

[総収支比率] 

・ 総費用が総収益によってどの程度賄われているかを示したもので、水道

事業の収益性を表すもの。（業務指標（ＰＩ））経営状況を的確に把握する

ために経常収支比率と併せて把握するもの。 

 

[経常収支比率] 

➤ 経常収支比率が100%以上の事業者数の割合は、県全体で95.0%となっており、圏域別に見る

と、県東部圏域は83.3％、県央部圏域は100.0％、県西部圏域は100.0%となっています。 

 

現 状 値 の 表■経常支比率が100%以上の水道事業者数 

 

[総収支比率] 

➤ 中間点検時に把握した平成28年度から平成30年度までの総収支比率の状況はいずれの年度

においても100％を超えていましたが、令和元年度時点では、総収支比率100％以上の事業者

の割合は、県全体で95.0%となっており、圏域別に見ると、県東部圏域は83.3％、県央部圏域

は100.0％、県西部圏域は100.0%となっています。 

将来にわたって安定した経営を維持していくには、経営基盤の維持・強化を図る必要があ

ります。 

 

現 状 値 の 表■総収支比率が100%以上の水道事業者数 

 

 

 

 

 

 

② 効率的な事業推進 

➤ 水道事業を取り巻く様々な課題に適切に対応していくためには、水道事業者等間の多様な

広域連携を推進するとともに、事業の運営に当たって官民連携等の手法を効果的に取り入れ

るなど、より一層、効率的な事業運営を行うことが重要です。 

 

 

17 ② 総収支比率 

総費用が総収益によってどの程度賄われているかを示したもので、水道事業の収益性を表すもの。（業

務指標（PI））                                       

 

総収支比率は、共同水源エリアで105.0％、個別水源エリアで105.2％となっており、両エリアとも

全国値108.5%を下回っています。しかし、両エリアとも100%を超えており、収益で費用を賄えていま

す。 

 

 

（ウ） 人材確保 

① 総職員数 

職員数の推移、事業者別の職員数を表すもの。                         

 

総職員数は、平成7年度以降減少傾向にあります。 

共同水源エリアでは、大規模な水道事業者が多く、１事業者以外は100人以上の総職員数となってい

ます。 

個別水源エリアでは、小規模な水道事業者が多く、半分以上の水道事業者が10人以下の少ない職員

で運営しています。 

個別水源エリアの水道事業者は、職員数が少ないことから、技術継承等が課題となっています。 

 

 

※19 総職員数：上水道の職員数（臨時職員を含む）のため圏域の区分の職員数とは一致しません。 

水道統計の数字から新たに判明した下水道職員等の水道職員以外の人数を除いた職員数と

しています。 
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25 （ウ）技術力 

① 県による研修実施回数、研修仲介数 

・ 水道事業に携わる人材の育成・確保に資することを目的として、県が実施

する研修回数（県が仲介して実施する研修を含む）。 

  

➤ 水道事業に携わる職員数は、平成12年度から減少し、平成27年度以降は横ばいの状況です

が、40歳代及び50歳代の職員が占める割合が約７割を占め、経験豊富な職員が少なくなって

きていることから、水道技術の継承が課題となっています。 

中間点検時に把握した「県による研修事業等の実施」については、約６割の事業者が、県

による研修事業等の実施を希望しています。 

 

 

現 状 値 の 表■県による研修実施回数 

 

 

 

【総職員数表】 

 

 

（エ）広域連携 

   水道事業の基盤強化を図るため、神奈川県水道広域化推進プランでは、多様な広域連携を推進す

ることとしています。 

 

① 神奈川県水道事業広域連携調整会議等の開催回数  

・ 水道事業者間の広域連携等に関する意見調整・情報共有を図る会議（神奈

川県水道事業広域連携調整会議等）の開催回数。 

  

➤ 水道事業の基盤強化に向けては、多様な広域連携を推進することが求められており、その

具体的な検討を進めるには、継続して、水道事業者間の意見調整・情報共有を図ることがで

きる場を設けることが重要です。 

 

 

現 状 値 の 表■神奈川県水道事業広域連携調整会議等の開催回数 

 

 

 

18 ② 年齢別職員構成状況 

年齢構成から今後の技術継承を考察するもの。                         

 

両エリアとも、３割以上の職員が今後10年間で退職する状況にあります。今後経験豊富な職員の多

くが退職することに伴って、技術継承や必要な職員の確保が課題となります。 
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  19 （エ） 利用者満足度 

① アンケート調査による住民満足度 

住民の水道事業に対する意識を表すため、ホームページで公表されている水道事業者のアンケート結

果から主なものを示したもの。                                

 

平成26年度に実施された水道事業者によるアンケート調査結果は、公表されているものが少ないた

め、県内の傾向を示すことは難しいですが、一例として、県営水道が行ったアンケート結果のうち満

足度について主なものを示すと、次のとおりとなっています。 

水道料金では「満足」「ほぼ満足」の合計が46%、水道水の味では「満足」「ほぼ満足」の合計が65%、

水道水の安全性では「満足」「ほぼ満足」の合計が75%となっています。 
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 改定ビジョン  頁 H28年３月 現行ビジョン 

26 （オ）環境保全・脱炭素 

① 配水量１㎥当たり電力消費量 

・ 配水量１㎥当たりの電力消費量を示すもので、省エネルギー対策への取組

度合い表す指標の一つ。 

 

➤ 中間点検時に把握した配水量１㎥当たり電力消費量は、ほぼ横ばいで推移しています。 

配水量１㎥当たり電力消費量は、県全体で0.43kWh/㎥となっており、圏域別に見ると、県

東部圏域の0.43kWh/㎥や県央部圏域の0.46kWh/㎥と比べて、県西部圏域は0.52kWh/㎥と高く

なっています。 

水道事業は、浄水設備の稼働や高所へのポンプ揚水のために大量の電力を消費するため、

水道施設の更新等にあたっては、ランニングコストの抑制や環境負荷低減の視点を反映させ

る必要があります。一方、電力消費量は、地域特性（取水場所、配水系の地形など）によっ

て変わることや、事故時のリスク分散といった観点も必要です。 

 

現 状 値 の 表■配水量１㎥当たり電力消費量 

 

 

② 再生可能エネルギー利用率 

・ 全施設の電力使用量に対する再生可能エネルギー（太陽光発電、小水力発

電等）の利用割合を示したもので、環境負荷軽減に対する取組状況を表すも

の。（業務指標（ＰＩ））。 

 

➤ 再生可能エネルギー利用率は、県全体で1.40%となっています。 

圏域別に見ると、県東部圏域の1.52%や県央部圏域の0.93%と比べて、県西部圏域は0.33%と

低くなっています。 

水道事業は、浄水設備の稼働や高所へのポンプ揚水のために大量の電力を消費するため、

環境負荷低減の視点を反映させる必要があります。なお、再生可能エネルギーを利用するた

めに必要な設備の設置、維持管理費用にも留意する必要があり、また、地理的な条件などに

よって導入が制約される場合もあります。 

 

現 状 値 の 表■再生可能エネルギー利用率 

 

 

③ 給水量１㎥当たり二酸化炭素排出量 

・ 年間給水量に対する二酸化炭素（ＣＯ２）排出量の割合を示したもので、環

境保全への取組状況を表すもの。（業務指標（ＰＩ））。 

 

➤ 様々な分野において、脱炭素の取組が求められており、水道事業運営に当たっても、安定

した水供給を図りつつ、脱炭素に向けた取組を進める必要があります。 

 

現 状 値 の 表■給水量１㎥当たり二酸化炭素排出量（ｇ・ＣＯ２／㎥） 

 

20 （オ） 環境保全 

① 給水量１㎥当たり二酸化炭素（CO2）排出量 

年間給水量に対する二酸化炭素（CO2）排出量の割合を示したもので、環境保全への取組状況を表すも

の。（業務指標（ＰＩ））                                  

  

 

給水量１㎥当たり二酸化炭素（CO2）排出量は、共同水源エリアで140g・CO2/m3、個別水源エリアで

255g・CO2/m3となっています。共同水源エリアでは全国値の215g・CO2/m3を下回り、個別水源エリア

では全国値を上回っています。今後の水道施設の再構築等にあわせた自然流下の活用、ポンプ等動力

に使用する電気エネルギーを削減した高効率機器への更新等により、更なる二酸化炭素排出量の削減

の取組みが進みます。 

 

 

② 再生可能エネルギー利用率 

全施設の電力使用量に対する再生可能エネルギー（太陽光発電、小水力発電等）の利用割合を示した

もので、環境負荷軽減に対する取組状況を表すもの。（業務指標（ＰＩ））             

  

再生可能エネルギー利用率は、共同水源エリアで1.4%、個別水源エリアで0.2%となっています。共

同水源エリアでは全国値0.6%を上回り、個別水源エリアは全国値を下回っています。 

環境への負荷を増やさないよう利用率の維持・向上が必要です。 
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 改定ビジョン  頁 H28年３月 現行ビジョン 

  21 【個別水源エリアの課題認識】 

個別水源エリアは、人口減少率が高く、職員数も少ない状況となっています。そこで、平成26年度に個別

水源エリアの県知事認可水道事業者等、13事業者※を対象に、水道サービスの持続性の確保に向けた課題等

についてアンケートを実施し、水道事業の課題、第三者委託の導入の検討、広域化の検討等に対する認識を

整理しました。 

 

○ 水道事業の主な課題 

水道事業の主な課題として、水道施設の老朽化対策、料金収入の確保、耐震化対策があげられました。 

 

 

○ 第三者委託 

技術的に信頼できる他の水道事業者等や民間事業者といった第三者に、水道の管理に関する事業の全部又

は一部を水道法上の責任も含めて委託する手法。 

 

水道事業の効率化に資すると考えられている第三者委託については「導入を検討すべき」が４事業者、

「どちらともいえない」が８事業者となっています。第三者委託の導入に必要なものとしては、「導入実績

のある水道事業者の協力」「厚生労働省のマニュアルの充実」が主なものとなっています。 
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 改定ビジョン  頁 H28年３月 現行ビジョン 

  22 ○広域化 

広域化の形態として、施設の共同化、管理の一体化、経営統合及び事業統合が考えられます。 

 

広域化については「広域化を検討すべき」が９事業者、「どちらともいえない」が３事業者となっています。

広域化の推進に必要な要素としては、５つの要素に大別され、「国や県の主導」「検討の場の設置」「住民の理

解」「市町村長のリーダーシップ」「中核となる水道事業者の存在」となっています。 

 

 

※13事業者：相模原市、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、

湯河原町、愛川町、清川村 

 

 

【共同水源エリアの課題認識】 

共同水源エリアでは、平成22年８月に５事業者※を対象として将来の水道のあるべき姿の構想を取りまと

めた報告書が公表されています。５事業者による課題の共通認識が図られ、協力・連携して、概ね30年後の

浄水場更新に向けた、水道施設の再構築や上流取水への検討が進められているほか、平成27年度には広域水

質管理センターが設置されています。 
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 改定ビジョン  頁 H28年３月 現行ビジョン 

29 イ 安全な水の供給は保証されているか（安全な水の供給） 

（ア）水質管理体制 

① 水安全計画策定状況 

・ 厚生労働省が策定を推奨している、水源から給水栓までの水質管理に関す

る計画の策定状況を表すもの。 

 

➤ 中間点検時に把握した水安全計画策定状況は、県東部圏域ではすでに策定されていた一方、

それ以外の圏域では、取組が進みませんでした。衛生対策の向上を図るため、県央部圏域及

び県西部圏域においても、取組を進める必要があります。 

 

 

現 状 値 の 表■水安全計画を策定している水道事業者数 

 

 

② クリプトスポリジウム等対策実施状況 

・ 水系感染症の原因となる耐塩素性病原生物であるクリプトスポリジウム等

に対し、リスクレベルに応じた浄水処理等の対応状況を表すもの。 

 

➤ 中間点検時に把握したクリプトスポリジウム等対策実施状況は、県東部圏域では、すでに

対策を終えていた一方で、それ以外の圏域では、取組みが進みませんでした。 

対策を終えていない施設については、国が策定した「水道におけるクリプトスポリジウム

等対策指針（平成19年３月）」に基づく施設整備等の対策を実施する必要があります。 

 

 

現 状 値 の 表■クリプトスポリジウム等対策が必要な浄水施設数 

 

 

 

 

23 イ 安全な水の供給は保証されているか （安全な水の供給） 

（ア） 水質管理体制 

① 水安全計画策定状況 

厚生労働省が策定を推奨している、水源から給水栓までの水質管理に関する計画の策定状況を表すも

の。                                            

 

水安全計画は、共同水源エリアで４水道事業者が策定済みですが、個別水源エリアでは１水道事業

者に留まっています。 

 

 

② クリプトスポリジウム等対策実施状況 

水系感染症の原因となる耐塩素性病原生物であるクリプトスポリジウム等に対し、リスクレベルに応

じた浄水処理等の対応状況を表すもの。                            

 

国が策定した「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針（平成19年３月）」に基づき施設整備

等が必要な浄水施設は、平成25年度末で、休止中の施設を含め県内に50施設あります。このうち37施

設は既に紫外線処理設備の設置等の対策が実施済み（対応済み）ですが、残り13施設の適切な浄水処

理設備の設置については、導入予定又は検討中（未対応）となっています。 

未対応となっている13施設のうち、共同水源エリアの２施設は休止中であり、個別水源エリアの11

施設については、休止中の１施設のほか、稼動している施設についても、当面の措置として当該指針

に基づき、原水の水質監視を徹底し、クリプトスポリジウム等の混入するおそれが高まった場合には、

取水停止等を行うこととされており、当面の安全性は確保されています。 

また、県の施策として県内主要水源における汚染実態調査を実施しているほか、水道事業者におい

ても定期的に各水源の水質検査を実施しており、互いに連携することで県内の主要水源におけるクリ

プトスポリジウム等の汚染状況を把握する体制が構築されています。 

 

 

※20 水安全計画：厚生労働省の通知により策定を推奨されている計画で、水源から給水栓に至る各段階で

危害評価と危害管理を行い、安全な水の供給を確実にする水道システムを構築するため

のものです。 
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 改定ビジョン  頁 H28年３月 現行ビジョン 

31 ③ 鉛製給水管使用件数  

・ 水道水質基準になっている鉛について、給水契約件数と鉛製給水管使用件

数を示したもので、鉛製給水管の解消に向けた取組状況を表すもの。 

 

➤ 中間点検時に把握した平成27年度から平成30年度にかけての鉛製給水管使用件数は、減少

しているものの、解消に向けては、より一層、取組みを進める必要があります。 

 

現 状 値 の 表■ 鉛製給水管使用件数 

 

 

 

 

24 ③ 鉛製給水管使用件数 

水道水質基準になっている鉛について、給水契約件数と鉛製給水管使用件数を示したもので、鉛製給

水管の解消に向けた取組状況を表すもの。                           

 

鉛製給水管の使用件数は、共同水源エリアでは、公道部、宅地部を合わせて約13万件、個別水源エ

リアでは公道部、宅地部を合わせて約１万件となっています。そのうち公道部の使用件数は、両エリ

アとも1割程度となっており、殆どが私有財産である宅地部に使用されています。そのため、鉛製給水

管から鉛溶出のおそれのない給水管への交換への促進が難しい面もありますが、解消に向けて一層の

取組みを進める必要があります。 

 

 

※21 給水契約件数：鉛製給水管使用件数を把握済みの水道事業者の給水契約件数。 

鉛製給水管使用件数は、給水契約件数１件につき複数の使用件数がある場合があるた

め、給水契約件数は、あくまでも給水管の総使用件数の目安です。 

なお、未把握、一部把握の水道事業者の給水契約件数の合計は約89万件です。 

※22 鉛製給水管 ：鉛製給水管中に水が長時間滞留した場合等には、鉛管からの溶出により鉛濃度が高ま

るおそれがあり、抜本的な対策としては、鉛製給水管の敷設替えが必要です。 

※23 鉛製給水管使用件数：水道統計の件数から新たに判明した廃止等の件数を除いた件数としています。 
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 改定ビジョン  頁 H28年３月 現行ビジョン 

32 （イ）貯水槽水道等の水質管理 

① 貯水槽水道の法令に基づく検査の受検率  

・ 水道法で規定する簡易専用水道（受水槽の有効容量10㎥以上）、県条例又は

市条例で規定する小規模貯水槽水道について、法令に基づく管理の検査を受

検している割合を算出したもので、衛生管理実施状況を表すもの。 

  

➤ 中間点検時に把握した令和元年度の簡易専用水道の法令に基づく管理の検査受検率は、8

3.1％、小規模貯水槽水道の受検率は66.4％で、いずれも平成28年度と比較して受検率は向上

していましたが、衛生管理の観点から更なる受検率の向上を図る必要があります。 

 

現 状 値 の 表■県内の貯水槽水道の法令に基づく検査の受検率 

 

② 小規模水道の水質検査実施率  

・ 県条例又は市条例の規定により規定されている小規模水道について、当該

条例に基づく水質検査の実施割合を算出したもので、衛生管理実施状況の参

考となるもの。 

  

➤ 小規模水道については、県条例又は市条例により水質検査の実施が義務付けられています。 

検査項目や実施頻度は規定する条例により異なりますが、県条例が対象とする小規模水道

の令和２年度の水質検査実施率は55.0％となっており、水質検査実施率の向上を図る必要が

あります。 

 

現 状 値 の 表■小規模水道の水質検査実施率 

 

 

 

 

25 （イ） 貯水槽水道等の水質管理 

① 貯水槽水道のいわゆる法定検査受検率 

水道法で管理に係る検査が義務付けられている簡易専用水道（有効容量10m3～）、条例で義務付けられ

ている小規模貯水槽水道（有効容量8～10m3）の検査受検率により衛生管理の状況を表すもの。    

 

平成24年度の県内全域における、簡易専用水道のいわゆる法定検査受検率は86.3%、小規模受水槽水

道の受検率は67.5%となっています。 

検査受検率の向上を図る必要があります。 

 

 

② 小規模水道の水質検査実施率 

条例により水質検査が義務付けられている小規模水道の水質検査（一般項目の11項目）の実施率によ

り、衛生管理の状況を表したもの。                              

 

県内全域における小規模水道の水質検査実施率は54.1％となっています。 

水質検査実施率の向上を図る必要があります。 

 

 

※24 貯水槽水道：簡易専用水道、小規模受水槽水道の総称。 
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 改定ビジョン  頁 H28年３月 現行ビジョン 

33 ウ 危機管理への対応は徹底されているか（強靭な水道） 

（ア）施設・管路の耐震化 

① 浄水施設の耐震化率 

・ 全ての浄水施設能力に対する耐震対策が施されている浄水施設能力の割合

を示すもので、地震災害に対する浄水処理機能の信頼性・安全性を表す指標

の一つ。 

 

➤ 浄水施設の耐震化率は、県全体で72.3%となっており、圏域別に見ると、県東部圏域の 

75.8%や県央部圏域の54.1%と比べて、県西部圏域は31.5%と低くなっています。 

災害時においても安定的に浄水処理を行うため、計画的に耐震化を進める必要があります。 

 

現 状 値 の 表■浄水施設の耐震化率 

 

 

② 配水池の耐震化率 

・ 全配水池容量に対する耐震対策の施された配水池の容量の割合を示すもの

で、地震災害に対する配水池の信頼性・安全性を表す指標の一つ。 

 

➤ 配水池の耐震化率は、県全体で75.8%となっており、圏域別に見ると、県東部圏域の77.9%

や県央部圏域の56.2%と比べて、県西部圏域は51.6%と低くなっています。 

地震等災害発生時においても飲料水を確保するため、計画的に耐震化を進める必要があり

ます。 

 

現 状 値 の 表■配水池の耐震化率 

 

 

26 ウ 危機管理への対応は徹底されているか（強靭な水道） 

（ア）施設・管路の耐震化 

① 基幹管路の耐震適合率 

基幹管路（導水管、送水管、配水本管）の総延長に占める耐震型継手※25で耐震化されている（耐震

適合性を有する）管路延長の割合を示すもの。（業務指標（PI））                 

 

基幹管路の耐震適合率は、共同水源エリアで67.2％、個別水源エリアで29.9%となっています。共同

水源エリアでは全国値31.9％を上回り、個別水源エリアでは全国値を下回っています。 

基幹管路の重要度は高く、優先的に耐震化を進める必要があります。 

 

 

② 配水池の耐震化率 

全ての配水池の有効容量の合計に占める耐震化されている配水池の有効容量の割合を示すもの。（業

務指標（PI））                                        

 

配水池の耐震化率は、共同水源エリアで45.9％、個別水源エリアで31.8%となっており、両エリアと

も全国値46.5％を下回っています。 

地震等災害発生時においても飲料水を確保するため、耐震化を進める必要があります。  

 

 

※25 耐震型継手：管路の接続部が離脱防止機構を有しているもの。 

※26 配水池  ：給水区域の需要量に応じて適切な配水を行うために、浄水を一時貯える池。 
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35 ③ 基幹管路の耐震適合率 

・ 基幹管路の延長に対する耐震適合性のある管路延長の割合を示すもので、

地震災害に対する基幹管路の安全性、信頼性を表す指標の一つ。 

 

➤ 基幹管路の耐震適合率は、県全体で72.8%となっており、圏域別に見ると、県東部圏域の 

76.9%や県央部圏域の67.2%と比べて、県西部圏域は41.2%と低くなっています。 

基幹管路の重要度は高く、優先的に耐震化を進める必要があります。 

 

現 状 値 の 表■基幹管路の耐震適合率 

 

 

④ 重要給水施設配水管路の耐震適合率 

・ 震災時の給水が特に必要な医療機関、避難所等の重要給水施設への配水管

の総延長に対する耐震適合性のある管路延長の割合を示すもので、大規模な

地震災害に対する重要給水施設配水管路の安全性、信頼性を表す指標の一つ。 

 

➤ 重要給水施設配水管路の耐震適合率は、県全体で66.1%となっており、圏域別に見ると、県

東部圏域の71.8%や県央部圏域の53.6%と比べて、県西部圏域は44.9%と低くなっています。 

給水優先度が特に高い施設に配水する管路については、優先的に耐震化を進める必要があ

ります。 

 

現 状 値 の 表■重要給水施設配水管路の耐震化に向けた取組の実施状況 

27 ③ 法定耐用年数超過管路率 

管路の総延長に占める法定耐用年数（40年）を超えている管路延長の割合を示すもの。（業務指標（P

I）） 

 

法定耐用年数超過管路率は、共同水源エリアで20.3%、個別水源エリアで17.5%となっており、両エ

リアとも全国値10.4%を上回っています。管路の老朽化は漏水や管路事故と密接な関係があり、管路の

健全性を維持するために計画的な補修・更新が必要です。 

なお、法定耐用年数と実際の使用可能な年数は一致していないため、耐用年数を超えて使用してい

ることがあります。 

 

 

④ 管路の更新率 

管路総延長に対する更新された管路延長の割合を示すもの。（業務指標（PI））           

 

管路の更新率は、共同水源エリアで1.07%、個別水源エリアで0.62%となっています。共同水源エリ

アでは全国値0.81%を上回り、個別水源エリアでは全国値を下回っています。この割合で管路更新が推

移した場合、全ての管路を更新するには100年以上を要することになります。法定耐用年数を大幅に超

えると管路の健全性は損なわれることになります。 
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37 （イ）応急給水・応急復旧体制 

① 危機管理マニュアル策定状況 

・ 災害事象に応じた適応力を確立するための事前対策の対応状況を表すも

の。 

  

➤ 各圏域とも地震対策、応急給水及び応急復旧計画に関するマニュアルついては策定済みで

すが、さらに、渇水対策等の災害事象に対応したマニュアルについても整備を進める必要が

あります。 

 

 

現 状 値 の 表■危機管理マニュアル策定状況 

 

 

② 緊急連絡先の共有・管理 

➤ 災害発生時に速やかな応急対策を実施するため、県内水道事業者間で緊急連絡先を共有し

ています。 

 

③ 給水人口１人当たり貯留飲料水量 

・ 災害時に確保されている１人当たりの飲料水量を示すもの。 

 
給水人口１人当たり  (配水池有効容量(㎥)× 1/2 ＋緊急貯水槽容量(㎥)) × 1,000 

貯 留 飲 料 水 量 ＝ ―――――――――――――――――――――――――― 

（ℓ／人（整数））           現在給水人口 

  

➤ 給水人口1人当たり貯留飲料水量は、県東部で134リットル、県央部で132リットル、県西部

で207リットルとなっています。県西部では全国値を上回っています。 

 

④ 燃料備蓄日数 

・ 停電時においても自家発電設備で浄水場の稼働を継続できる日数を示すも

の。 

 

平均燃料貯蔵量 

燃料備蓄日数 ＝ ―――――――――――― 

一日燃料使用量 

  

➤ 燃料備蓄日数は、県東部で1.4日、県央部で1.5日、県西部で0.6日となっています。県西部

では全国平均値（0.7日）を下回っています。 

 

⑤ 災害対策訓練実施状況 

➤ 各水道事業者において災害に備えた対策訓練に取り組んでいます。 

 

現 状 値 の 表■ 災害対策訓練実施状況 

 

 

⑥ 県と日本水道協会神奈川県支部との災害時等における情報共有 

➤ 県と公益社団法人日本水道協会神奈川県支部は、令和３年５月に地震、異常渇水等の発生

時における情報共有に関する協定を締結し、災害発生時における応急給水に係る応援要請情

報の共有・応援要請に伴う給水車派遣情報の共有等を行うこととしています。 

また、災害時等における情報の共有を効果的なものとするため、平時においても、災害時

等の対策に関する情報交換・災害時等の情報伝達に係る訓練の実施に取り組んでいます。 

28 （イ） 応急給水・応急復旧体制 

① 危機管理マニュアル策定状況 

災害事象に応じた適応力を確立するための事前対策の対応状況を表すもの             

 

両エリアとも地震対策、応急給水計画及び水質事故対策の危機管理マニュアルの作成は進んでいま

す。一方で洪水対策、渇水対策等のマニュアルの作成は進んでいないため、各災害事象に対応可能な

マニュアル整備を図る必要があります。  

 

 

② 給水人口1人当たり貯留飲料水量 

災害時に確保されている１人当たり飲料水量を示すもの。確保水量は、配水池の有効容量の1/2の水位

及び緊急貯水槽の容量としています。（業務指標（PI））                     

 

給水人口１人当たり貯留飲料水量は、共同水源エリアで139L、個別水源エリアで192Lとなっていま

す。共同水源エリアでは全国値159Lを下回り、個別水源エリアでは全国値を上回っています。 

 

災害時の最低必要量は１人１日３Lとなっていますが、災害から日がたつにつれ、飲料水以外にも入

浴、洗たくなどにより多くの水を必要とするため、応急給水や応急復旧体制の充実を図る必要があり

ます。 
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40 ⑦ 緊急時用連絡管の整備 

・ 災害時の飲料水確保対策の一つとして、近隣の水道事業者と配水管をつな

ぎ、他の水道事者から水道水を確保するもの。 

 

➤ 災害時の飲料水確保対策の一つとして、県内●箇所（令和●年●月時点）に水道事業者間

の緊急時用連絡管が整備されており、災害時に飲料水の相互融通が可能な体制が整備されて

います。 

 

現 状 の 表■ 緊急時用連絡管 

 

 

 

 

 

 

29 ③ 緊急時用連絡管整備状況 

災害時の飲料水確保対策の一つとして、近隣の水道事業者と配水管をつなぎ、他の水道事者から水道

水を確保するもの。 

 

平成27年6月において、県内51箇所に水道事業者間の緊急時用連絡管が整備されており、災害時に飲

料水の相互融通が可能な体制が整備されています。 

今後は浄水場の更新も視野に入れた連絡体制を検討する必要があります。 
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  30 エ 基本構想の評価 

基本方針 推進方策 評価 

①安全で安定的な給水 

・計画的更新、高度処理の導入等の

水道施設整備の推進 
一部達成 

・水質検査体制の充実、水道水質管

理計画等の水質管理体制の強化 
一部達成 

②災害に強い水道 

・水道施設の耐震化、応急対策の充

実等 
一部達成 

・渇水時における総合的な対策 達成 

③効率的な経営 

・水道施設整備、維持管理における

効率化 
一部達成 

・統合、広域化の推進、水道施設共

同化の検討 
一部達成 

 

【基本構想について】 

県内を東部地域、西部地域に区分し、東部地域は大規模な水源開発を図り、西部地域は需要水量に応じた

必要な水道施設整備を図るために、「安全で安定的な給水」「災害に強い水道」「効率的な経営」の三つを基本

方針とし、昭和55年12月に策定したものです。 

その後、建設の時代から更新・改良の時代に入ったことで、水道施設の合理的、計画的な整備や効率的な運

営管理を推進するために、平成13年3月に改定しています。目標年度は、平成27年度です。 

 

【評価概要】 

水道事業者の事業実績を全国と比較すると、概ね順調に進んでおり、今後も継続した取組みが必要です。 
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  31 ①安全で安定的な給水 

・高度浄水処理等の導入が図られています。 

 

H17 小田原市  膜ろ過     H21 相模原市伏馬田  膜ろ過 

H18 横須賀市   膜ろ過     H24 愛川町  紫外線 

H21 企業庁箱根 紫外線     H25 箱根町  紫外線 

 

・神奈川県水道水質管理計画により水質管理体制が図られています。 

 

・５事業者による広域水質管理センターが平成27年度に設置されました。 

 

②災害に強い水道 

・基幹管路の耐震化率は全国平均を上回り、配水池の耐震化率は概ね全国平均、浄水施設の耐震化率は

全国平均を下回っています。 

 

基幹管路 59.6%（全国平均 31.9%） 配水池 44.7%（全国平均 46.5%） 

浄水施設  5.3%（全国平均 17.8%） 

 

・渇水対策については十分な水源が確保されています。 

相模川水系の相模ダム、城山ダムと宮ヶ瀬ダムを導水路で結び３湖を一体化した総合運用を行ってい

るほか、企業団で相模川水系と酒匂川水系の効率的な水運用がなされています。 

 

水源最大利用率 62.5% 

 

③効率的な経営 

・省エネルギー機器、太陽光発電設備等の導入や発生汚泥の有効活用が図られ、効率的な経営がなされ

ています。 

 

総収支比率 105.1% 

 

・簡易水道の統合が進んでいるほか、５事業者による将来の水道のあるべき姿の構想を取りまとめた報

告書が公表されています。 

 

 

※27 膜ろ過：原水を膜に通して、溶解性成分等の小さな不純物まで分離除去する浄水方法。 

※28 紫外線：紫外線の持つ殺菌作用を利用する消毒法。水銀ランプを用いて水に照射することにより有効

な殺菌やクリプトスポリジウムの不活化を行うことができる。 

※29 神奈川県水道水質管理計画：水道事業者等が適正かつ計画的に水質検査を行うとともに、体系的・組

織的に県内の主要な水源の水質を監視し、水道の安全を確保するための

計画。 

※30 水源最大利用率：使用可能な水源水量に対する１日最大給水量の割合を示すもの。 
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  32 オ 整備計画の評価 

目標 根幹的水道施設その他基本事項 評価 

安全で安定的な給水 
①水道施設整備 

相模川水系建設事業（第１期）宮

ケ瀬ダム 

②維持管理 

共同管理等による効率的な管理

運営の配慮 

自己検査体制の充実等の水質管

理強化努力 

達成 災害に強い水道  

効率的な経営 

 

【整備計画について】 

この計画は、東部地域における社会経済状況や水需要の動向を踏まえ、水道事業の広域化を指向しつつ、

合理的、計画的な水道施設の整備及び効率的な運営管理を図り、「安全で安定的な給水」「災害に強い水道」

「効率的な経営」を確立することを目的としています。 

 

【評価概要】 

①水道施設整備 

・平成12年度に宮ケ瀬ダムが完成し、平成19年度に管路整備が完成し、相模川水系建設事業（第１期）は

完了しました。 

・現在、企業団が、構成団体の既存施設である寒川取水施設等を効率的に活用し、広域的な水道用水供給

を行っています。 

 

②維持管理 

・５事業者による「神奈川県内水道事業検討委員会」により水道施設管理、水質管理について検討が行わ

れ、平成22年8月に報告書が公表されています。平成27年4月には、報告書に基づく取組みの一つとして、

広域水質管理センターが設置されました。 
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41 （3）課題の整理 

（2）までの現状分析・評価を踏まえた本県水道の課題を整理すると、次のとおりです。 

 

ア 水道サービスの持続性は確保されているか（持続可能な水道） 

分析の観点 分析・評価の考察 整理された課題 

(ア）資産管理 ・水道施設の適切な補修・更新を

図る必要があります。 

・水道施設の適正規模への再構築

を図る必要があります。 

・水道施設の経年化に対応した補

修等が不十分な施設の存在 

・アセットマネジメントの基本計

画等への反映 

（イ）事業運営 ・人口減少に対応した健全で安定

的な経営と安定した給水を図る

必要があります。 

・地域の実情に応じて事業者間の

連携を検討していく必要があり

ます。 

・水道事業の実施に当たり、効率

的な事業推進を図っていく必要

があります。 

・人口減少等に伴う給水量の減少

や施設・管路の老朽化に伴う経

営環境の厳しさの増大 

 

（ウ）技術力 

 

・確実な技術の継承を図る必要が

あります。 

・経験豊富な職員の退職による技

術力の低下 

（エ）広域連携 ・水道事業の基盤強化を図るため

多様な広域連携を推進していく

必要があります。 

・人口減少等に伴う給水量の減少

や施設・管路の老朽化に伴う経

営環境の厳しさの増大 

（オ）環境保全・

脱炭素 

・省エネルギーの推進や再生可能

エネルギーの有効利用等につい

て、計画的な対応の必要があり

ます。 

・水道水を利用者に届けるための

大量の電力消費、これに伴う二

酸化炭素排出 

 

 

 

33 （３） 課題の整理 

（２）までの評価結果等から抽出された本県水道の課題を整理すると、次のとおりです。 

 

ア 水道サービスの持続性は確保されているか（持続可能な水道） 

分析の観点 分析・評価の考察 整理された課題 

（ｱ）水道施設の管

理 

・水道施設の適切な補修・更新を図る必

要があります。 

・水道施設の適正規模への再構築を図

る必要があります。 

・水道施設の経年化に対応

した補修等が不十分な

施設の存在 

・給水量の減少による水道

施設の稼働率の低下 

（ｲ）経営状況 ・人口減少に対応した健全で安定的な

経営と安定した給水を図る必要があ

ります。 

・地域の実情に応じて事業者間の連携

を検討していく必要があります。 

・給水収益が減少する中

での水道施設更新需要

の増大 

・給水量減少による経営

環境の悪化 

（ｳ）人材確保 ・確実な技術の継承を図る必要があり

ます。 

・経験豊富な職員の退職

による技術力の低下 

（ｴ）利用者満足度 ・水道料金と水道サービスのバランス

をとりながら、住民ニーズに対応す

る必要があります。 

・利用者満足度の向上への

一層の対応 

（ｵ）環境保全 ・省エネルギーの推進や再生可能エネ

ルギーの有効利用等について、計画

的な対応の必要があります。 

・水道水を利用者に届ける

ための大量の電力消費 
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42 イ 安全な水の供給は保証されているか（安全な水の供給）  

分析の観点 分析・評価の考察 整理された課題 

(ア）水質管理体制 ・水源から給水栓まで統合的な水

質管理を図る必要があります。 

・水源に対応した水質の安全確保

を図る必要があります。 

・水安全計画策定状況の停滞 

・水源の汚染リスクの対応が不十

分な浄水処理施設の存在 

・鉛製給水管の残存 

（イ）貯水槽水道等の

水質管理 

・貯水槽水道の法定検査受検率の

向上を図る必要があります。 

・小規模水道の衛生管理の向上を

図る必要があります。 

・貯水槽水道の法定検査受検率の

停滞 

・小規模水道の水質検査実施率の

停滞 

  

ウ 危機管理への対応は徹底されているか（強靱な水道） 

分析の観点 分析・評価の考察 整理された課題 

(ア）施設・管路の 

耐震化 

・施設、管路の計画的な耐震化を図

る必要があります。 

・施設や管路の老朽化に係る計画

的な対応を図る必要がありま

す。 

・耐震化されていない施設、管路の

存在 

・老朽化している施設や管路の 

存在 

（イ）応急給水・応急

復旧体制 

・災害事象に応じた適応力を確立

する必要があります。 

・災害事象に応じた応急給水、応急

復旧体制の拡充 

  

 

34 イ 安全な水の供給は保証されているか（安全な水の供給） 

分析の観点 分析・評価の考察 整理された課題 

（ｱ）水質管理体制 ・水源から給水栓まで統合的な水質管

理を図る必要があります。 

・水源に対応した水質の安全確保を図

る必要があります。 

・推奨されている水源から

の各段階で危害管理等

が未対応 

・水源の汚染リスクの対応

が不十分な浄水処理施

設の存在 

・鉛製給水管の残存 

（ｲ）貯水槽水道等

の水質管理 

・貯水槽水道のいわゆる法定検査受検

率の向上を図る必要があります。 

・小規模水道の衛生管理の強化を図る

必要があります。 

・貯水槽水道の法定検査

受検率の停滞 

・小規模水道の水質検査

実施率の停滞 

  

ウ 危機管理への対応は徹底されているか（強靱な水道） 

分析の観点 分析・評価の考察 整理された課題 

（ｱ）施設・管路の

耐震化 

・施設、管路の計画的な耐震化を図る必

要があります。 

・施設や管路の老朽化に係る計画的な

対応を図る必要があります。 

・耐震化されていない施

設、管路の存在 

・老朽化している施設や管

路の存在 

（ｲ）応急給水・応

急復旧体制 

・発災後の応急給水・応急復旧体制の充

実を図る必要があります。 

・発災後の応急給水、応急

復旧体制が不十分 
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 改定ビジョン  頁 H28年３月 現行ビジョン 

43 ７ 将来の目標設定と取組みの方向性 

（1）50年先の水道の理想像 

本県の水道事業者は、これまで増大する水需要に合わせ水道整備を行い、安定給水の確保を図ってき

ました。しかし、今後、給水人口、給水収益は継続的に減少することが予想され、水道を取り巻く環境

は大きく変わろうとしています。また、東日本大震災等は多くの都市の水道施設に被害をもたらし、大

規模な震災・風水害への備えの重要性が再認識されたところです。 

現状分析・評価、課題整理の結果を踏まえて、３つの視点（持続可能な水道、安全な水の供給、強靭

な水道）から、事業環境の変化に対応した、概ね50年先の水道の理想像は次のとおりです。 

 

ア 持続可能な水道   

「持続可能な神奈川の水道」として、給水人口や給水収益が減少した場合であっても、健全で安定的

な水道事業が営まれ、安全な水道水が安定的に供給されていることが理想です。具体的には次のとお

りです。 

 

 ○ アセットマネジメントが実施され、給水人口規模に応じた効率的な施設配置によ

り、高度経済成長期に整備した水道施設の再構築が完了している。 

○ 外部委託等の民間活力が効果的に取り入れられ、効率的な事業運営が行われてい

る。 

○ 水道水のおいしさなどのよりよい水道サービスや耐震化等には相応のコストがか

かることが住民に理解され、適切な料金体系のもと、水道サービスと水道料金のバラ

ンスがとれた水道事業が運営されている。 

○ 職員は減少するとともに、世代交代が進んでいるが、世代間のバランスのとれた適

正な職員配置により、適切に技術の継承がなされ、給水停止等の水道事故が発生しな

い安定した事業運営が実現している。 

○ 大規模な事業者との連携等により小規模な事業者においても適切に技術継承がな

され、安定した技術力が確保されている。 

○ 各水道事業の運営の効率化が進められるとともに、施設や管路の共通化、管理の共

同化等の事業者間の連携が進展し、多様な広域連携が実現している。 

○ 取水や配水系統の見直し等による省エネルギー対策等が進みランニングコストが

抑制されるとともに、二酸化炭素排出量が削減され、環境負荷の軽減が推進されてい

る。 

   

 

35 ７ 将来の目標設定と取組みの方向性 

（１） 50年先の水道の理想像 

本県の水道事業者は、これまで増大する水需要に合わせ水道整備を行い、安定給水の確保を図って

きました。しかし、今後、給水人口、給水収益は継続的に減少することが予想され、水道を取り巻く

環境は大きく変わろうとしています。また、東日本大震災は多くの都市の水道施設に被害をもたらし、

大規模な震災への備えの重要性が再認識されたところです。 

現状分析・評価、課題整理の結果を踏まえて、同様の３つの視点（持続可能な水道、安全な水の供

給、強靭な水道）から、事業環境の変化に対応した、概ね50年先の水道の理想像を次のとおり設定し

ます。 

 

ア 持続可能な水道   

給水人口や給水収益が減少した場合であっても、健全で安定的な水道事業が営まれ、安全な水道水が

安定的に供給されていることが理想です。具体的には次のとおりです。 

 

○ アセットマネジメントが実施され、給水人口規模に応じた効率的な施設配置により、高度経済成長期

に整備した水道施設の再構築が完了している。 

○ 外部委託等の民間活力が効果的に取り入れられ、効率的な事業運営が行われている。 

○ 水道水のおいしさなどのよりよい水道サービスや耐震化等には相応のコストがかかることが住民に理

解され、適切な料金体系のもと、水道サービスと水道料金のバランスがとれた水道事業が運営されてい

る。 

○ 職員は減少するとともに、世代交代が進んでいるが、世代間のバランスのとれた適正な職員配置によ

り、適切に技術の継承がなされ、給水停止等の水道事故が発生しない安定した事業運営が実現している。 

○ 大規模な事業者との連携等により小規模な事業者においても適切に技術継承がなされ、安定した技術

力が確保されている。 

○ 各水道事業の運営の効率化が進められるとともに、施設や管路の共通化、管理の共同化等の事業者間

の連携が進展した結果、多様な形態の広域化が実現している。 

○ 取水や配水系統の見直し等による省エネルギー対策等が進みランニングコストが抑制されるととも

に、二酸化炭素排出量が削減され、環境負荷の軽減が推進されている。 

 

 

※31 水道におけるアセットマネジメント（資産管理）：「水道ビジョンに掲げた持続可能な水道事業を実現

するために、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に

水道施設を管理運営する体系化された実践活動」を指す。 
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 改定ビジョン  頁 H28年３月 現行ビジョン 

44 イ 安全な水の供給 

水道の水源から給水栓までの全ての過程において、適切な水質が保持され、小規模な水道において

も管理体制が徹底されて、水道の規模に係わらず、安全な水が供給されていることが理想です。具体

的には次のとおりです。 

 

 ○ 水源汚染のリスクの要因に対し、迅速適切な対応が可能な体制が整備されている。 

○ 水道の水源から給水栓まで統合的な水質管理が実現している。 

○ 貯水槽水道の法定検査の受検率が向上することにより、衛生的な水道水が供給され

ている。 

○ 法定検査の受検義務のない貯水槽水道について、設置者の管理意識の向上が図ら

れ、的確な管理がなされている。 

○ 小規模水道等においても、管理が徹底されることにより、常に安全な水道水が供給

されている。 

○ 鉛製給水管が全て解消されている。 

  

 

36 イ 安全な水の供給   

水道の水源から給水栓までの全ての過程において、適切な水質が保持され、小規模な水道においても

管理体制が徹底されて、水道の規模に係わらず、安全な水が供給されていることが理想です。具体的に

は次のとおりです。 

 

○ 水源汚染のリスクの要因に対し、迅速適切な対応が可能な体制が整備されている。 

○ 水道の水源から給水栓まで統合的な水質管理が実現している。 

○ 貯水槽水道のいわゆる法定検査の受検率が向上することにより、衛生的な水道水が供給されている。 

○ いわゆる法定検査の受検義務のない貯水槽水道について、設置者の管理意識の向上が図られ、的確な

管理がなされている。 

○ 小規模水道等においても、管理が徹底されることにより、常に安全な水道水が供給されている。 

○ 鉛製給水管が全て解消されている。 
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 改定ビジョン  頁 H28年３月 現行ビジョン 

45 ウ 強靭な水道   

全ての水道施設の耐震化が完了しています。また、被災しても被害を最小限に留め、迅速な復旧が

可能な体制が構築されていることが理想です。具体的には次のとおりです。 

  

 
○ 耐震化計画の着実な実施により、施設、管路の耐震化が完了している。 

○ 被災しても被害を最小限に留め、迅速な復旧が可能な体制が構築されている。 

○ 東日本大震災の時のような大規模な停電に対する備えとして自家発電設備が整備

されるとともに、バックアップ機能の整備が進み、非常時の飲料水・生活用水が確保

されている。また、住民と連携した迅速な応急給水が可能となっている。 

○ 関係機関との相互応援に関する各種協定が締結されるとともに、災害時の人的・物

的応援が効率的、効果的に受けられる体制が構築されている。 

○ 危機管理マニュアルが整備され、風水害等の様々な災害事象に対する迅速的確な応

急給水体制が確立されているとともに、実効性を高めるために、防災訓練が実施され、

随時見直しが行われている。 

   

 

37 ウ 強靭な水道   

全ての水道施設の耐震化が完了しています。また、被災しても被害を最小限に留め、迅速な復旧が可

能な体制が構築されていることが理想です。具体的には次のとおりです。 

 

○ 耐震化計画の着実な実施により、施設、管路の耐震化が完了している。 

○ 被災しても被害を最小限に留め、迅速な復旧が可能な体制が構築されている。 

○ 東日本大震災の時のような大規模な停電に対する備えとして自家発電設備が整備されるとともに、バ

ックアップ機能の整備が進み、非常時の飲料水・生活用水が確保されている。また、住民と連携した迅

速な応急給水が可能となっている。 

○ 関係機関との相互応援に関する各種協定が締結されるとともに、災害時の人的、物的応援が効率的、

効果的に受けられる体制が構築されている。 

○ 危機管理マニュアルが整備され、様々な災害事象に対する迅速的確な応急給水体制が確立されている

とともに、実効性を高めるために、防災訓練が実施され、随時見直しが行われている。 

資料１－３ 



 

42 

 改定ビジョン  頁 H28年３月 現行ビジョン 

46 （2）計画期間の目標と取組みの方向性 

課題抽出の結果を踏まえるとともに、水道の理想像の実現に向け、「持続可能な水道」「安全な水の供給」

「強靭な水道」の３つの視点ごとに計画期間の目標と取組みの方向性を示します。 

  

ア 持続可能な水道 

分析の観点 目標 取組の方向性 

（ア）資産管理 適切な資産管理 ①アセットマネジメントの実施・精度向上・ 

活用 

②水道施設台帳の整備と管路平面図の電子化 

③水道施設の点検を含む維持・修繕 

④水道施設更新時の再構築 

⑤多様な手法による水供給 

（イ）事業運営 ・健全で安定的な 

事業運営 

・効率的な事業推進 

①健全な収支の維持 

②後逸的な事業推進 

③料金体系の最適化の検討 

④住民への広報・情報提供 

（ウ）技術力 技術力の確保 ①職員教育の充実 

（エ）広域連携 広域連携の推進 ①水道事業者等の連携の推進 

（オ）環境保全・ 

脱炭素 

環境保全・脱炭素の 

取組 

①省エネルギー対策等の推進 

②水源環境の保全 

 

 

 

  

 

38 （２） 今後10年間の目標と取組みの方向性 

課題抽出の結果を踏まえるとともに、水道の理想像の実現に向け、「持続可能な水道」「安全な水の

供給」「強靭な水道」の３つの柱ごとに今後の10年間の目標と取組みの方向性を示します。 

 

ア 持続可能な水道  

分析の観点 目 標 取組みの方向性 

水道施設の管理 

経営状況 

人材確保 

利用者満足度 

環境保全 

（ア）水道施設の効

率的な管理

と健全で安

定的な事業

運営 

①適切な資産管理 

②効率的な維持管理 

③水道施設更新時の再構築 

④料金体系の最適化の検討 

⑤省エネルギー対策等の推進 

⑥利用者とのコミュニケーションの充

実 

⑦多様な手法による水供給 

（イ）技術力の確保 ①職員教育の充実 

（ウ）事業者間の連

携強化 
①管理・施設共同化等の検討 
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 改定ビジョン  頁 H28年３月 現行ビジョン 

46 イ 安全な水の供給 

分析の観点 目標 取組の方向性 

(ア）水質管理体制 水質管理体制の充実 ①水源汚染リスク対策の強化 

②水安全計画等の策定の推進 

③鉛製給水管の解消に向けた取組みの推進 

（イ）貯水槽水道等の

水質管理 

貯水槽水道・小規模 

水道等の衛生管理の 

向上 

①貯水槽水道の衛生管理の推進 

②小規模水道等の衛生管理の推進 

  

ウ 強靭な水道 

分析の観点 目標 取組の方向性 

(ア）施設・管路の 

耐震化 

水道施設の計画的な 

耐震化 

①優先順位を考慮した計画的な耐震化 

（イ）応急給水・応急

復旧体制 

応急給水・応急復旧 

体制の充実 

①危機管理マニュアル等の整備 

②非常用飲料水等の確保 

③停電を想定した電力の確保 

④広域的な応急対策の推進 

⑤住民への広報等の充実 

  

 

39 イ 安全な水の供給  

分析の観点 目 標 取組みの方向性 

水質管理体制 
（ア）水質管理体制

の充実 

①水源汚染リスク対策の強化 

②水安全計画等の策定の推進 

③鉛製給水管の解消に向けた取組みの

推進 

貯水槽水道等の水

質管理 

（イ）小規模水道等

の衛生管理の

強化 

①貯水槽水道の衛生管理の強化 

②小規模水道等の衛生管理の強化 

  

ウ 強靭な水道  

分析の観点 目 標 取組みの方向性 

施設・管路の耐震化 
（ア）水道施設の計

画的な耐震化 

①老朽化や災害時に重要となる給水拠

点の優先順位を考慮した計画的な耐

震化 

応急給水・復旧体制 

（イ）応急給水・応

急復旧体制の

充実 

①非常用飲料水等の確保 

②停電を想定した電力の確保 

③広域的な応急対策の推進 

④危機管理マニュアル等の整備   

⑤住民への広報等の充実 
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 改定ビジョン  頁 H28年３月 現行ビジョン 

48 （3）取組みの方向性 

ア 持続可能な水道 

（ア）資産管理 

① アセットマネジメントの実施・精度向上・活用 

評価指標 目標 

アセットマネジメント（タイプ３Ｃ以上）実施事業者数 全事業者 

収支の見通しの公表事業者数 全事業者 

アセットマネジメントの基本計画等に反映した事業者数 全事業者 

 

➤ 水道施設による給水サービスを継続していくためには、補修、更新といった施設管理に必

要な費用と、そのための財源を算定し、長期的視点から経営していくことが求められます。 

このため、アセットマネジメントの実施及び、その精度向上を図るとともに、基本計画等

への反映に向けた取組みを進めます。 

中長期の更新需要や財政収支見通しに基づく計画的な施設更新と財源確保の取組みを進め

ます。 

 

 

 

② 水道施設台帳の整備と管路平面図の電子化 

評価指標 目標 

管路平面図の電子化の実施事業者数 全事業者 

 

➤ 水道施設台帳は、水道施設の維持管理及び計画的な更新に加え、災害対応や広域連携、官

民連携の推進等の各種取組の基礎となるものであり、適切に作成及び保存の取組みを進めま

す。 

また、効率的に資産管理を行う観点から、施設台帳のうち管路平面図の電子化の取組みを

進めます。 

 

③ 水道施設の点検を含む維持・修繕 

評価指標 目標 

コンクリート構造物の点検実施事業者数 全事業者 

道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等(水道法施行規

則に規定されるもの)の点検実施事業者数 

（令和６年４月施行） 

全事業者 

 

➤ 水道施設の老朽化が進む中で、いまある水道施設の機能を維持し、長期的に継続して使用

するためには、日常的な維持管理に加え、定期的な点検とその修繕に取組みます。 

40 （３） 取組みの方向性 

ア 持続可能な水道  

（ア）水道施設の効率的な管理と健全で安定的な事業運営 

① 適切な資産管理 

これまで、水道事業者は、水需要の増加に対応して水道施設の拡大を行ってきました。今後、給水

量が減少する中においては、現在保有している水道施設を、ライフサイクルコストや財政収支等を考

慮し、中長期的な視野に立って計画的に補修、更新を行うことが求められます。 

そのためには、アセットマネジメントを実践し、施設や管路の健全度の把握、中長期的な更新需要

と財政収支の見通しを立てて、給水量の変化に対応した、財源の裏づけのある、計画的な補修、更新

を行うことが必要です。 

 

 

② 効率的な維持管理 

施設点検等の維持管理業務や検針等の営業業務に外部委託等の民間活力の導入を検討することが必

要です。また、個々の業務の集約と包括的な委託による一層の効率化を検討することが必要です。 

管路や施設情報の電子化を進めることにより、水道施設の健全度の把握や運転等の効率化を図るこ

とが重要です。日常の維持管理上の情報を電子化するなどして多角的に分析できるようにしておくこ

とで、管理情報と老朽度の情報を関係する部署間で共有することが可能になり、補修時期等の予測を

より高い精度で行えるようになることが期待できます。 

また、情報通信等の最新技術を活用した遠隔監視や遠隔操作による水道施設の運転の合理化も効率

的な維持管理には有用です。 
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 改定ビジョン  頁 H28年３月 現行ビジョン 

49 ④ 水道施設更新時の再構築 

➤ 本県の人口が減少に転じ、給水量の減少が考えられる中で、高度経済成長期に整備した水

道施設が耐用年数を迎えようとしています。水道施設の更新にあたっては適切な規模へのダ

ウンサイジング、統廃合による効率的な施設配置への再構築を必要に応じて検討します。 

施設能力と稼働状況、給水量の見通しに対応し、水道施設の規模を縮小するのか、いくつかの

配水ブロックを統合して更新するのか、取水・配水系統の再編も含めて水道システム全体を

考慮した取組みを進めます。 

管路の更新にあたっては、断水することが難しい大口径の導水管や送水管、市街地に布設

された基幹管路等の二重化等のレベルアップやバックアップも必要に応じて検討します。 

 

⑤ 多様な手法による水供給  

➤ 小規模な集落であっても水道水は必要不可欠であり、安全で衛生的な水道水の確保に取り

組んでいるところですが、更に人口減少が進む小規模な集落や水道未普及地域において、莫

大な水道施設整備費用をかけることが困難な場合には、移動式浄水機や経済的な管種による

配管等に加えて、運搬送水や新たな技術等を活用した小規模分散型の給水方法など、地域に

応じた多様な手法の水供給の検討を進めます。 

 

41 ③ 水道施設更新時の再構築 

本県の人口が減少に転じ、給水量の減少が予測される中で、高度経済成長期に整備した水道施設が

耐用年数を迎えようとしています。水道施設の更新にあたっては適切な規模へのダウンサイジング、

統廃合による効率的な施設配置への再構築を検討する必要があります。 

施設能力と稼働状況、給水量の見通しに対応し、水道施設の規模を縮小するのか、いくつかの配水

ブロックを統合して更新するのか、取水・配水系統の再編も含めて水道システム全体を考慮すること

が必要です。 

管路の更新にあたっては、断水することが難しい大口径の導水管や送水管、市街地に布設された基

幹管路等の二重化等のレベルアップやバックアップも検討することが重要です。 

資料１－３ 



 

46 

 改定ビジョン  頁 H28年３月 現行ビジョン 

50 （イ）事業運営 

① 健全な収支の維持 

評価指標 目標 

経常収支比率100%以上の事業者数 全事業者 

総収支比率100%以上の事業者数 経常収支比率を補完す

る指標として状況把握 

 

➤ 水道事業は、独立採算により運営されることを原則としており、健全で安定的な事業運営

には、収支の健全性が求められることから、原則として、経常収支比率100％以上を目指しま

す。 

 

② 効率的な事業推進 

➤ 施設点検等の維持管理業務や検針等の営業業務に外部委託等の民間活力の導入を検討する

ことが必要です。また、個々の業務の集約と包括的な委託による一層の効率化を検討します。 

管路や施設情報の電子化を進めることにより、水道施設の健全度の把握や運転等の効率化

を図る取組みを進めます。日常の維持管理上の情報を電子化するなどして多角的に分析でき

るようにしておくことで、管理情報と老朽度の情報を関係する部署間で共有することが可能

になり、補修時期等の予測をより高い精度で行えるようになることが期待できます。 

また、情報通信等の技術を活用した遠隔監視や遠隔操作による水道施設の運転の合理化も

効率的な事業推進を図る取組みを進めます。 

 

③ 料金体系の最適化の検討 

➤ 将来、人口や給水量の減少による水道料金収入の減少は避けられないため、計画的に施設・

管路の保守・更新等に必要な資金を確保する方策の検討を進めます。 

水道事業は設備投資に係る費用（固定的な経費）の割合が大部分を占めるいわゆる装置産

業です。 

現在、多くの水道事業者は、固定的な経費の全てを基本料金とすると、基本料金が高額と

なるため、使用水量に連動させる従量料金の割合を高くし、基本料金を低額に抑える料金体

系としています。国の新水道ビジョンでは、収入の７割程度を従量料金で回収している水道

事業者が殆どであるとしています。 

このような、従量料金に偏った現状の料金体系では、人口減少が進む中で、設備投資等の

固定的な経費を回収できなくなるおそれがあり、経営の安定化のためには、現状の料金体系

から、従量料金の比率を低下させるなど、水道サービスの提供とサービスに対する料金のバ

ランスのとれた料金体系を検討することが望ましいと考えられます。 

料金体系の見直しの検討にあたっては、アセットマネジメントの実践により、将来の固定

的経費と変動的経費の割合を明らかにした上で、最適な料金体系を設定し、そこを目標とし

て段階的に近づける取組みを進めます。また、料金体系の変更の際は、住民に対する十分な

説明と、段階的な変更等、住民に対する影響をできるだけ小さくするための配慮が必要です。 

 

 

42 ④ 料金体系の最適化の検討 

将来、人口や給水量の減少による水道料金収入の減少は避けられないため、今のうちから、施設・

管路の保守・更新等に必要な資金を確保する方策を検討しておく必要があります。 

水道事業は設備投資に係る費用（固定的な経費）の割合が大部分を占めるいわゆる装置産業です。 

現在、多くの水道事業者は、固定的な経費の全てを基本料金とすると、基本料金が高額となるため、

使用水量に連動させる従量料金の割合を高くし、基本料金を低額に抑える料金体系としています。国

の新水道ビジョンでは、収入の７割程度を従量料金で回収している水道事業者が殆どであるとしてい

ます。 

このような、従量料金に偏った現状の料金体系では、人口減少が進む中で、設備投資等の固定的な

経費を回収できなくなるおそれがあり、経営の安定化のためには、現状の料金体系から、従量料金の

比率を低下させるなど、水道サービスの提供とサービスに対する料金のバランスのとれた料金体系を

検討することが望ましいと考えられます。 

料金体系の見直しの検討にあたっては、アセットマネジメントの実践により、将来の固定的経費と

変動的経費の割合を明らかにした上で、最適な料金体系を設定し、そこを目標として段階的に近づけ

ていく必要があります。また、料金体系の変更の際は、住民に対する十分な説明と、段階的な変更等、

住民に対する影響をできるだけ小さくするための配慮が必要です。 

 

⑤ 省エネルギー対策等の推進 

水道事業は、浄水設備の稼働や高所へのポンプ揚水のために大量の電力を消費します。水道施設の

再構築やポンプ等の設備の更新等にあたっては、ランニングコストの抑制や環境負荷低減の視点を反

映させる必要があります。具体的には、水道施設の更新等にあわせた取水・配水系統の見直しなどに

よる自然流下の有効活用、設備機器の高効率機器への転換等による省エネルギー対策の推進や、浄水

場等における太陽光発電、小水力発電等の再生可能エネルギー設備の導入、浄水発生土の再資源化等

の取組みが考えられます。 
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51 ④ 住民への広報・情報提供 

➤ 水道に関する住民の関心は、断水や水質事故が珍しくなかった高度経済成長期には、水源

の確保や飲料水としての基本的な安全性の確保にありましたが、それらが満たされた現在は、

単に安全であるだけではなく、よりおいしいことや、災害時でも断水が起きないことが求め

られるなど、より高度なものになっています。 

このような住民ニーズの高度化に加え、水道施設の耐震化や再構築、水道水質の維持向上

など、水道事業の直面する課題は多くありますが、それに応えるための財源は減少していく

ことが見込まれます。そのため、今後は、水道料金の値上げという住民に負担を強いること

もせざるを得なくなる可能性があります。 

そこで、住民の目線に立って意見を把握し、住民の満足度を向上させる体制を整備すると

ともに、耐震化対策等、安全で安定した水道水供給に向けた取組みを積極的に情報提供し、

水道サービスの提供に対する利用者の負担について、住民の一層の理解が得られる取組みを

進めます。 

また、ホームページ等による情報提供のほか、水道施設見学、出前講座等による住民に分

かりやすくＰＲする取組みを進めます。 

 

43 ⑥ 利用者とのコミュニケーションの充実 

水道に関する住民の関心は、断水や水質事故が珍しくなかった高度経済成長期には、水源の確保や

飲料水としての基本的な安全性の確保にありましたが、それらが満たされた現在は、単に安全である

だけではなく、よりおいしいことや、災害時でも断水が起きないことが求められるなど、より高度な

ものになっています。 

このような住民ニーズの高度化に加え、水道施設の耐震化や再構築、水道水質の維持向上など、水

道事業の直面する課題は多くありますが、それに応えるための財源は減少していくことが見込まれま

す。そのため、今後は、水道料金の値上げという住民に負担を強いることもせざるを得なくなる可能

性があります。 

そこで、住民の目線に立って意見を把握し、住民の満足度を向上させる体制を整備するとともに、

耐震化対策等、安全で安定した水道水供給に向けた取組みを積極的に情報提供し、水道サービスの提

供に対する利用者の負担について、住民の一層の理解が得られるよう努める必要があります。 

また、情報提供にあたっては、ホームページ等による情報提供のほか、水道施設見学、出前講座等

による住民に分かりやすいＰＲ活動が重要です。 

資料１－３ 
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52 （ウ）技術力 

① 職員教育の充実 

評価指標 目標 

県による研修実施回数・研修仲介数 ２回以上／年 

 

➤ 総職員数が減少する中で、経験豊富な職員も少なくなってきており、今後、水道事業運営

に必要な技術継承が難しくなることが予想されます。 

水道にかかる業務は多岐にわたり、水道事業に携わる職員には、幅広い専門的知識や技能

を要求されることから、経験の浅い職員を対象とした研修の充実を図るとともに、職員数や

人事サイクルにも配慮した長期的視点に立った人材の確保・育成を図る取組みを進めます。 

特に、水道法は、水道管理に関する技術上の業務責任者として水道技術管理者を置くこと

を義務付けており、水道技術管理者には、水質事故等の不測の事態における給水停止の判断

など重要な責務が課されていることから、職責に見合った経験と能力を有する人材を適切に

配置する取組みを進めます。 

大規模な水道事業者にあっては、研修の充実を図るとともに、長期的視点に立った人材の

確保・育成を継続する必要があります。小規模な事業者にあっては、同様の視点のほか、大

規模事業者からの技術協力や事業者間の連携による技術水準の維持を図る取組みを進めま

す。 

 

44 ⑦ 多様な手法による水供給  

小規模な集落であっても水道水は必要不可欠であり、安全で衛生的な水道水の確保に取り組んでい

るところですが、更に人口減少が進む小規模な集落や水道未普及地域において、莫大な水道施設整備

費用をかけることが困難な場合には、移動式浄水機、経済的な管種による配管等の多様な手法による

水供給の検討が必要です。 

 

 

（イ） 技術力の確保 

① 職員教育の充実 

人員の削減やベテラン職員の大量退職により、職員一人当たりの負担が増加するとともに、経験豊

富な職員が少なくなってきています。今後、水道事業運営に必要な技術継承が難しくなることが予想

されます。 

当面の対応として、再任用や再雇用によって人材を確保していますが、水道にかかる業務は多岐に

わたり、水道事業に携わる職員には、幅広い専門的知識や技能を要求されることから、経験の浅い職

員を対象とした研修の充実を図るとともに、職員数や人事サイクルにも配慮した長期的視点に立った

人材の確保・育成を図る必要があります。 

特に、水道法は、水道管理に関する技術上の業務責任者として水道技術管理者を置くことを義務付

けており、水道技術管理者には、水質事故等の不測の事態における給水停止の判断など重要な責務が

課されていることから、職責に見合った経験と能力を有する人材の適切な配置が必要です。 

また、共同水源エリアにあっては、研修の充実を図るとともに、長期的視点に立った人材の確保・

育成を継続する必要があります。個別水源エリアにあっては、同様の視点のほか、共同水源エリアの

大規模事業者からの技術協力や事業者間の連携による技術水準の維持を図ることが考えられます。 
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53 （エ）広域連携 

① 水道事業者等の連携の推進 

評価指標 目標 

神奈川県水道事業広域連携調整会議等の開催回数 ２回以上／年 

 

➤ 水道事業を取り巻く経営環境は、急速な人口減少や施設・管路の老朽化等に伴い、厳しさ

を増しています。水道事業の持続的な経営を確保するには、経営基盤の強化を図る必要があ

り、市町村の区域を越えて連携して取り組む広域連携の推進が求められます。 

このため、「神奈川県水道広域化推進プラン」に基づき、県内水道事業者間の多様な広域連

携を促進し、将来にわたって、県民に安全で良質な水の安定的・効率的供給が継続されるよ

う、オール神奈川で取組を推進します。 

 

 圏域ごとの取組  

【県東部圏域】 

○ ５事業者 

・ 将来にわたり、安全で良質な水の安定的・効率的な供給を継続するため、「①施設の共

同化（施設の共同設置・共同利用）」として、５事業者全体で従前から検討している「最

適な水道システム」の実現を目指し、以下の取組を進めます。 

 

《水道施設の再構築》 

・ 浄水場の統廃合と必要な施設整備により、ダウンサイジングを図ることで、水道施

設の再構築を行います。 

 

《上流取水の優先的利用》 

・ 位置エネルギーを有効活用した安定的・効率的な水利用を図るため、下流の水利権

を活用して、上流からの優先的取水を段階的に進めます。 

・ 当面は、「上流に位置する沼本地点の取水に係る既得水利権」を既存施設で最大限に

活用する取組から実施します。 

 

《取水・浄水の一体的運用》 

・ 平常時の効率的・安定的な給水と非常時のバックアップ体制強化など、目指すべき

水運用の状態について、具体的な連携方法を検討し、適宜取組を実施します。 

 

○ 三浦市 

・ 新たな水源開発を行うことは困難であるため、５事業者が目指す「最適な水道システム」

の取組により、水源を横須賀市に依存している三浦市の安定した水源の確保を維持します。 

・ 「業務の共同化（①施設の共同化・②管理の一体化）」に係る連携方策について、仕様の

統一やシステム等の更新時期の調整について検討します。 

・ 将来的に「③経営の一体化」や「④事業統合」を行う可能性についても検討します。 

 

 

45 （ウ） 事業者間の連携強化 

水道事業の安定経営の取組みには、アセットマネジメント実践等の各水道事業者自身の取組み、

各エリア内においてエリアの特徴を踏まえた共同した取組み、県内の水道事業の安定を目指したエ

リアを越えた事業者間の連携した取組みが考えられます。地域の実情に応じて、これらの取組みを

効果的に選択し、水道事業経営の安定を図るものとします。 

 

① 管理・施設共同化等の検討 

ⅰ 共同水源エリア 

共同水源エリアでは、共同の水源開発や水道施設整備により、重複投資の回避や水道事業者の既存

水道施設の有効活用により建設投資の圧縮が図られてきました。 

これらの水道施設の更新にあたっては、これまでと同様に重複投資、過大投資を回避する視点を維

持しながら、各水道事業者の水利権や水道施設の所有関係等の整理を図り、減少していく給水量に見

合う適切な施設規模へのダウンサイジング、統廃合の検討を進め、経営効率の向上を図るものとしま

す。 

共同水源エリア全体でのバックアップ機能を発揮することで、水道施設更新時の浄水能力の減少に

対応し、安定した給水の確保を図るものとします。 

環境負荷やランニングコストの低減が見込まれる上流取水への転換については、河川への影響など

を評価した上で取組みを推進します。 

また、これら水道施設の共通化、広域化の理念を関係水道事業者の水道事業ビジョン等に反映させ

るものとします。 
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 改定ビジョン  頁 H28年３月 現行ビジョン 

55 【県央部圏域】 

・ 水道メーターの共同購入、管路台帳システムの共同化等の「②管理の一体化」に係る連

携方策について、仕様の統一やシステムの更新時期の調整について検討します。 

・ 「①施設の共同化」の可能性について検討し、その結果を踏まえ現有施設の経年化・耐

震化状況を整理し、その対応について費用負担を含めた調整を行います。 

・ 将来的に「③経営の一体化」や「④事業統合」を行う可能性についても検討します。 

 

【県西部圏域】 

・ 水道メーターの共同購入、財務会計システムの共同化等の「②管理の一体化」に係る連

携方策について、仕様の統一や財務会計項目の統一及びシステムの更新時期の調整を検討

します。 

・ 「①施設の共同化」の可能性について検討し、その結果を踏まえ現有施設の経年化・耐

震化状況を整理し、その対応について費用負担を含めた調整を行います。 

・ 将来的に「③経営の一体化」や「④事業統合」を行う可能性についても検討します。 

 

 広域連携の推進役としての県の取組  

【水道事業者等間の調整】 

・ 広域連携の実現に係る事業者間の意見調整・情報共有を図り、課題解決に向けた取組を支

援します。 

・ 水道事業は原則として市町村経営であることから、自治体の判断によって進められること

を前提としつつ、関係する事業者が「経営統合（③経営の一体化・④事業統合）」を希望する

場合には、統合に関する課題解決に向けた取組を支援します。 

 

【水道事業者等への個別支援】 

・ 広域連携に限らず、水道事業者等が経営基盤強化を図るための取組に対し、事業者の要請に応じ

て技術面・経営面の助言により支援します。 

・ 技術職員の不足が見込まれ、事業継続に懸念がある小規模事業者に対して、事業者間の人

的連携や交流を推進・支援します。 

・ 国庫補助金の獲得・確保に努めるとともに、国庫補助事業の採択基準緩和等を働きかけま

す。 

 

46 ⅱ 個別水源エリア 

個別水源エリアでは、水源に地下水を活用している水道事業者が多く、水源ごとに水道施設が点在

しています。職員は少なく、水道業務のほか、道路や下水道等の業務と一体になった組織が多い状況

です。地形や水道施設の配置状況、水道事業の規模等から施設の共同化が困難な場合であっても、管

理業務については各水道事業者共通であり、管理業務を複数の水道事業者が連携することで、技術水

準の確保や経営の効率性の向上が期待できます。 

そこで、共同水源エリアにおける民間活力の導入実績を参考にするなどして、発注規模や内容、方

法等の必要な条件や体制を精査した上で、資材調達、工事設計・施工の共同発注や施設点検等の管理

業務の共同委託の検討を進め、導入可能なところから行うものとします。 

また、職員の減少や更なる人口減少を見据え、技術水準の確保や経営の一層の効率化を図るため、

管理業務共同化の規模の拡大、給水区域の境界付近における部分的な施設の共同化、段階的な経営統

合や事業統合に向けた検討を進めるものとします。 

段階的な経営統合や事業統合にあたっては、人口減少が進む中で住民が負担する水道料金と水道サ

ービス水準のバランスを考慮した料金体系を検討し、住民の理解を得ながら進める必要があります。 
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 改定ビジョン  頁 H28年３月 現行ビジョン 

56 （オ）環境への配慮・脱炭素 

① 省エネルギー対策等の推進 

評価指標 目標 

配水量１㎥当たり電力消費量の状況 減少 

（実施状況の把握） 

再生可能エネルギー利用率の状況 上昇 

（実施状況の把握） 

給水量１㎥当たり二酸化炭素排出量 減少 

（実施状況の把握） 

 

➤ 水道事業は、浄水設備の稼働や高所へのポンプ揚水のために大量の電力を消費します。水

道施設の再構築やポンプ等の設備の更新等にあたっては、ランニングコストの抑制や環境負

荷低減の視点を反映させる必要があります。具体的には、水道施設の更新等にあわせた取水・

配水系統の見直しなどによる自然流下の有効活用、設備機器の高効率機器への転換等による

省エネルギー対策の推進や、浄水場等における太陽光発電、小水力発電等の再生可能エネル

ギー設備の導入、浄水発生土の再資源化等の取組みを進めます。 

  

 

② 水源環境の保全 

➤ 良質な水源の確保、保全は、給水の持続性の確保にとって必要不可欠であり、水源環境の

保全に係る取り組みを推進する必要があります。また、水資源の重要性を住民に理解しても

らうなど、水の大切さを広報する取組みを進めます。 

 

 

イ 安全な水の供給 

（ア）水質管理体制 

① 水源汚染リスク対策の強化 

評価指標 目標 

クリプトスポリジウム等対策実施率 100％ 

  

➤ 近年、水道事業者の取水停止等を伴うような河川の水質汚染事故はほとんどなくなっ

たものの、他県では、廃棄物処理工場の未処理排水の流出による取水停止や断水が発生

しています。突発的な水質汚染事故への迅速な対応やクリプトスポリジウム等の耐塩素

性病原生物対策の徹底を図る必要があります。 

クリプトスポリジウム等対策については、国対策指針（「水道におけるクリプトスポリ

ジウム等対策指針（平成19年３月）」）に基づいた対策の徹底が必要です。施設整備が未

対応な施設については、定期的に原水のクリプトスポリジウム等及び指標菌の検査を実

施し、原水の水質監視を徹底してクリプトスポリジウム等の混入のおそれが高まった場

合には、取水停止等を行う必要があります。 

水源汚染のリスク要因に対し、リスクに応じた浄水処理の導入、複数水源の運用、貯

留施設の確保等のハード面の対策とともに、緊急対応マニュアルの作成、訓練の実施等

のソフト面の対策を強化することが必要です。関係機関との連絡体制についても、連絡

体制に新たな関係機関を追加するなど、必要に応じて体制の見直しを行います。 

なお、国においては、最新の科学的知見により水質基準等の見直しが常に行われてお

り、令和２年４月には、有機フッ素化合物であるペルフルオロクタンスルホン酸（PFOS）

及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）が新たに水質管理目標設定項目に位置づけられま

した。今後も、水質基準等の見直しに対応した、適切な水質管理を行います。 

47 ⅲ 共同水源エリアによる個別水源エリアへの技術協力 

水道事業は、経営、建設、維持管理、水質など様々な業務が専門性に富んだ職員で支えられていま

す。共同水源エリアの大規模事業者では、技術力向上の取組みや、出資子会社、包括委託等による民

間活力の導入も進められてきました。このような長年蓄積してきた技術力や経営のノウハウを活かし

て、個別水源エリアの小規模水道事業者に対して技術協力や経営アドバイスを行うものとします。 

このような新たな事業者間連携の取組みを推進するために、共同水源エリアと個別水源エリア間の

交流会、勉強会の開催等の事業協力体制を構築するものとします。 

 

 

イ 安全な水の供給 

（ア） 水質管理体制の充実 

① 水源汚染リスク対策の強化 

近年、水道事業者の取水停止等を伴うような河川の水質汚染事故はほとんどなくなったものの、他

県では、廃棄物処理工場の未処理排水の流出による取水停止や断水が発生しています。突発的な水質

汚染事故への迅速な対応やクリプトスポリジウム等の耐塩素性病原生物対策の徹底を図る必要があり

ます。 

水源汚染のリスク要因に対し、リスクに応じた浄水処理の導入、複数水源の運用、貯留施設の確保

等のハード面の対策とともに、緊急対応マニュアルの作成、訓練の実施等のソフト面の対策を強化す

ることが必要です。関係機関との連絡体制についても、必要に応じて連絡体制に新たな関係機関を追

加するなど、体制を見直すことが重要です。 

クリプトスポリジウム等対策については、国対策指針（「水道におけるクリプトスポリジウム等対策

指針（平成19年３月）」）に基づいた対策の徹底が必要です。施設整備が未対応な施設については、定

期的に原水のクリプトスポリジウム等及び指標菌の検査を実施し、原水の水質監視を徹底してクリプ

トスポリジウム等の混入のおそれが高まった場合には、取水停止等を行う必要があります。 
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58 ② 水安全計画等の策定の推進 

評価指標 目標 

水安全計画策定事業者数 全事業者 

  

➤ 取水地点、浄水処理、配水池等の各ポイントで水質汚染が発生する可能性があることから、

水源から給水栓に至る各段階で危害評価と危害管理を行うことで、統合的な水質管理を実施

する水安全計画の策定を進めます。 

このほか、「神奈川県水道水質管理計画」により、関係機関の連携協力のもと体系的・組織

的に県内の主要な水源の水質監視を引き続き行うとともに、水道事業者の水質検査計画の実

施を推進します。 

  

③ 鉛製給水管の解消に向けた取組みの推進 

評価指標 目標 

公道部の鉛製給水管設置状況の把握 全事業者が把握 

鉛製給水管使用件数及び使用率 減少 

（実施状況の把握） 

 

➤ 鉛製給水管の解消に向けた取組みを進めてきましたが、未だ鉛製給水管が残存しています。

また、鉛製給水管の使用状況を把握していない水道事業者もあるため、使用件数の把握に努

めます。 

解消にあたっては、鉛製給水管は私有財産である宅地内の配管にも使用されているため、

解消に向けた取組みが難しい面もありますが、計画的な配水支管等の更新に合わせて、宅地

内の鉛製給水管の使用状況を所有者に周知し取り替えを促すなど、鉛製給水管を解消する取

組みを進めます。 

 

（イ）貯水槽水道・小規模水道等の衛生管理 

① 貯水槽水道の衛生管理の推進 

評価指標 目標 

簡易専用水道の管理の検査実施状況 上昇 

（実施状況の把握） 

小規模貯水槽水道の管理の検査実施状況 上昇 

（実施状況の把握） 

 

➤ 貯水槽水道のうち簡易専用水道（受水槽の有効容量10㎥を超えるもの）は水道法により、

小規模貯水槽水道については、各市又は県条例により、受水槽の有効容量が８㎥を超えるも

の等を対象に、年１回以上の管理に係る検査が義務付けられています。しかしながら、受検

していない施設がみられ、特に小規模貯水槽水道の受検率が低くなっています。 

衛生的な水道水の確保に向けて、県保健福祉事務所、市水道行政所管部局、水道事業者、

指定検査機関等の関係機関で連携し、法令に基づく検査を受検していない施設に対する指導

を行い、受検率の向上を図る取組みを進めます。 

なお、法令に基づく検査の対象にはならない貯水槽水道も相当数存在していますが、設置

者による適切な管理が行われるよう、関係機関で連携し、設置者への情報提供や自主的な管

理状況検査の勧奨などにより、管理に対する意識の向上を図る取組みを進めます。 

また、貯水槽などによる水質劣化を防ぎ、良好な水質を維持して給水するためには、貯水

槽を設置している建物の建替え等を契機に直圧給水方式へ変更し、良質な水道水を供給でき

るようにする取組みも進めます。 

 

48 ② 水安全計画等の策定の推進 

取水地点、浄水処理、配水池等の各ポイントで水質汚染が発生する可能性があることから、水源か

ら給水栓に至る各段階で危害評価と危害管理を行うことで、統合的な水質管理を実施する水安全計画

の策定が必要です。 

このほか、「神奈川県水道水質管理計画」により、関係機関の連携協力のもと体系的・組織的に県内

の主要な水源の水質監視を引き続き行うとともに、水道事業者の水質検査計画の実施を推進します。 

 

③ 鉛製給水管の解消に向けた取組みの推進 

鉛製給水管の解消に向けた取組みを進めてきたところですが、未だ鉛製給水管が残存しています。

また、鉛製給水管の使用状況を把握していない水道事業者もあるため、使用件数の把握に努める必要

があります。 

解消にあたっては、鉛製給水管は私有財産である宅地内の配管にも使用されているため、解消に向

けた取組みが難しい面もありますが、計画的な配水支管等の更新に合わせて、宅地内の鉛製給水管の

使用状況を所有者に周知し取り替えを促すなど、鉛製給水管の解消を進めることが重要です。 

 

（イ） 小規模水道等の衛生管理の強化 

① 貯水槽水道の衛生管理の強化 

貯水槽水道（貯水槽の有効容量8㎥を超えるもの）については、水道法又は条例により、年１回以上

の管理に係る検査（いわゆる法定検査）が義務付けられていますが、受検していない施設がみられま

す。特に小規模な貯水槽水道（有効容量8～10m3）の受検率が低くなっています。 

衛生的な水道水の確保に向けて、県保健福祉事務所、市保健行政所管部局、水道事業者、指定検査

機関等の関係機関で連携し、いわゆる法定検査の未受検施設への徹底した指導を行ない、受検率の向

上を図ることが必要です。 

いわゆる法定検査の受検義務のない貯水槽水道（有効容量8m3以下）も相当数存在します。設置者に

よる適切な管理が行われるよう、関係機関で連携し、設置者への情報提供や自主的な管理状況検査の

勧奨などにより、管理に対する意識の向上を図ることが重要です。 

また、貯水槽などによる水質劣化を防ぎ、良好な水質を維持して給水するためには、貯水槽を設置

している建物の建替え等を契機に直圧給水方式へ変更し、良質な水道水を供給できるようにする取組

みも有用です。 
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 改定ビジョン  頁 H28年３月 現行ビジョン 

60 ② 小規模水道等の衛生管理の推進 

評価指標 目標 

小規模水道の水質検査実施状況 上昇 

（実施状況の把握） 

 

➤ 小規模水道は、各市又は県条例により、水質検査の実施や衛生上の措置が義務付けられて

います。衛生的な水道水の確保に向けて、県保健福祉事務所、市水道行政所管部局は必要に

応じて立入検査を行うほか、水質検査未実施施設へ指導を行い、実施率の向上を図ります。 

水道法や条例の適用を受けない飲用井戸などにより個人用の飲料水が供給されている小規

模自家用水道についても、設置者等による適切な管理が行われるよう、助言体制の充実を図

る取組みを進めます。 

  

49 ② 小規模水道等の衛生管理の強化 

小規模水道については、条例により、年１回以上の水質検査の実施が義務付けられていますが、未

実施の施設がみられます。衛生的な水道水の確保に向けて、県保健福祉事務所、市保健行政所管部局

による未実施施設への徹底した指導を行い、実施率の向上を図ることが必要です。 

水道法や条例の適用を受けない、飲用井戸などにより個人用の飲料水が供給されている小規模自家

用水道についても、設置者等による適切な管理が行われるよう、助言体制の充実を図ることが必要で

す。 

資料１－３ 
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61 ウ 強靭な水道  

（ア）施設・管路の耐震化 

① 優先順位を考慮した計画的な耐震化 

評価指標 目標 

浄水施設の耐震化率 県東部 77.9％ 

県央部 63.6％ 

県西部 64.5％ 

県全域 75.8％ 

配水池の耐震化率 県東部 88.0％ 

県央部 66.8％ 

県西部 55.2％ 

県全域 85.4％ 

基幹管路の耐震適合率 

 

 

県東部 88.0％ 

県央部 66.8％ 

県西部 55.2％ 

県全域 85.4％ 

重要給水施設配水管路の耐震適合率 上昇 

（実施状況の把握） 

 

➤ 水道施設はライフラインとして重要な施設であり、大規模な地震時にも断水しないよう耐

震性を確保する必要があります。 

耐震化は配水池、基幹管路などの水道施設の重要度や老朽化の状況を考慮し計画的に実施

することが必要です。また、災害拠点病院や広域避難場所等の応急給水や応急復旧の緊急性

等から優先順位を定め、計画的に推進することが必要です。水道施設の耐震化は、膨大な投

資が必要となるため、耐震化事業を実施しない場合のリスクを住民に分かりやすく説明する

取組みを進めます。 

 

（イ）応急給水・応急復旧体制 

① 危機管理マニュアル等の整備 

評価指標 目標 

危機管理マニュアル策定状況 策定状況の把握 

 

➤ 災害時に迅速かつ適切に応急給水、応急復旧、応援受入れ対応が図れるよう、危機管理マ

ニュアルの整備に取組みます。 

また、近年の災害発生状況から、火山対策、津波対策等を踏まえた危機管理マニュアル等

の整備にも取組みます。 

さらに、危機管理マニュアルの実効性を高めるために、定期的な防災訓練の実施とマニュ

アルの見直しに取組みます。 

 

50 ウ 強靭な水道  

（ア） 水道施設の計画的な耐震化  

① 老朽化や避難所等の優先順位を考慮した計画的な耐震化 

水道施設はライフラインとして重要な施設であり、大規模な地震時にも断水しないよう耐震性を確

保する必要があります。 

耐震化は配水池、基幹管路などの水道施設の重要度や老朽化の状況を考慮し計画的に実施すること

が必要です。また、災害拠点病院や広域避難場所等の応急給水や応急復旧の緊急性等から優先順位を

定め、計画的に推進することが必要です。水道施設の耐震化は、膨大な投資が必要となるため、耐震

化事業を実施しない場合のリスクを住民に分かりやすく説明することが重要です。 

 

（イ） 応急給水・応急復旧体制の充実 

① 非常用飲料水等の確保 

災害時の断水被害を軽減するため、給水区域間、水道事業者間での緊急時用連絡管等による水の相

互融通を可能とするなど、水道システム全体でのバックアップ機能の強化が重要です。応急給水拠点

の必要箇所や給水量を把握の上、水源の有効活用、配水池の緊急遮断弁の設置、応急給水資機材等の

計画的な整備が必要です。 

 

② 停電を想定した電力の確保 

東日本大震災の時のような計画停電、災害時の大規模な停電に備えるため、浄水場等の基幹となる

施設での自家発電設備の設置が重要です。 

 

③ 広域的な応急対策の推進 

東日本大震災の教訓から、大規模で広範囲な災害時には、応急復旧に必要な資機材の調達が難しく

なることが明らかになりました。あらかじめ応急復旧資機材、浄水処理に必要な薬品、自家発電機等

の燃料などの流通経路を把握し、幅広く調達可能な体制を構築する必要があります。 

大規模な災害時に速やかな応急対策を実施するため、県内水道事業者間はもとより、他都道府県の

水道事業者との間でも相互応援協定を締結するなど、広域的連携が可能となるよう体制を構築してお

くことが必要です。 

多数締結された協定について、効果的に活用できるよう、資機材支援、人材支援等の協定の内容の

整理とともに、災害時の規模等に応じた発動順位、発動時期、発動内容、受け入れ体制を十分整理し

ておくことが重要です。 

資料１－３ 
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62 ② 非常用飲料水等の確保 

評価指標 目標 

給水人口１人当たり貯留飲料水量 確保状況の把握 

 

➤ 災害時の断水被害を軽減するため、給水区域間、水道事業者間での緊急時用連絡管等によ

る水の相互融通を可能とするなど、水道システム全体でのバックアップ機能の強化が重要で

す。応急給水拠点の必要箇所や給水量を把握の上、水源の有効活用、配水池の緊急遮断弁の

設置、応急給水資機材等の計画的な整備に取組みます。 

 

③ 停電を想定した電力の確保 

評価指標 目標 

燃料備蓄日数 備蓄状況の把握 

 

➤ 東日本大震災の時のような計画停電、災害時の大規模な停電に備えるため、浄水場等の基幹とな

る施設での自家発電設備の設置の取組みを進めます。 

 

④ 広域的な応急対策の推進 

評価指標 目標 

災害対策訓練実施状況 実施状況の把握 

 

➤ 大規模で広範囲な災害時には、応急復旧に必要な資機材の調達が難しくなることから、あ

らかじめ応急復旧資機材、浄水処理に必要な薬品、自家発電機等の燃料などの流通経路を把

握し、幅広く調達可能な体制の構築に努めます。 

大規模な災害時に速やかな応急対策を実施するため、県内水道事業者間はもとより、他都

道府県の水道事業者との間でも相互応援協定を締結するなど、広域的連携が可能となるよう

体制の構築に努めます。 

多数締結された協定について、効果的に活用できるよう、資機材支援、人材支援等の協定

の内容の整理とともに、災害時の規模等に応じた発動順位、発動時期、発動内容、受け入れ

体制を整理します。 

 

⑤ 住民への広報等の充実 

➤ 災害時に住民が混乱しないよう、日頃からの住民との応急給水訓練や関係機関と連携した

避難所や応急給水場所の周知等、水道事業者と住民や関係機関との連携強化の取組みを進め

ます。 

また、応急復旧の予定などを住民に周知するため、水道事業者の広報体制の確立に向けた

取組みを進めます。 

  

 

51 ④ 危機管理マニュアル等の整備 

災害時に迅速かつ適切に応急給水、応急復旧、応援受入れ対応が図れるよう、危機管理マニュアル

を整備することが必要です。 

近年の災害発生状況から、火山対策、津波対策等を踏まえた危機管理マニュアル等を早急に整備す

ることが必要です。 

また、危機管理マニュアルの実効性を高めるために、定期的な防災訓練の実施と見直しが重要です。 

 

⑤ 住民への広報等の充実 

災害時に住民が混乱しないよう、日頃からの住民との応急給水訓練や関係機関と連携した避難所や

応急給水場所の周知等、水道事業者と住民や関係機関との連携強化が必要です。 

また、応急復旧の予定などを住民に周知するため、水道事業者の広報体制の確立が必要です。 

資料１－３ 
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65 エ 県の役割  

「持続可能な水道」「安全な水の供給」「強靭な水道」を実現するためには、各水道事業者による着実

な取組みの推進が重要です。 

県は、長期的かつ広域的視野に立って水道事業者等間の調整を行う観点から、水道事業が抱える課

題に対して、技術的な助言により、各水道事業者の取組を推進・支援するとともに、水道法に基づく

県の責務として、市町村区域を超えた広域的な水道事業者等の間の連携等を推進し、県民へ安全で安

定した給水の確保を実現していくことが必要です。 

 

【具体的な役割・支援】 

・ 水道事業の広域連携を推進するため、具体化に向けた取組に対し、広域行政の視点からの 

助言による支援を行います。（詳細は「広域連携の推進役としての県の取組み」を参照。） 

 ・ 水道法に基づく「水道基盤強化計画」については、神奈川県水道広域化推進プランに基づく

水道事業者間の広域連携に係る具体的な検討の進展状況や、計画策定に係る水道事業者からの

県に対する要請等を踏まえた上で、必要に応じて、策定します。 

・ 貯水槽水道の安全な水の供給に係る水道事業者と保健所との連携を促進します。 

・ クリプトスポリジウム等の水質監視に係る水道事業者等との連携を促進します。 

・ 耐震化計画の策定支援等により計画的な耐震化を促進します。 

・ 火山対策、津波対策等の災害に備えた危機管理体制の構築を支援します。 

・ 大規模水道事業者等から小規模水道事業者への技術協力等の連絡・調整を行います。 

・ 小規模水道事業者におけるアセットマネジメント実施に関する技術的な助言等の支援を行い

ます。 

・ 水道事業を取り巻く課題を解決する手法（県内外での成功事例、民間活力 や一部事務組合

の導入実績等）に関する情報提供を行う。また事業者間の情報共有を支援します。 

 

     

52 エ 県の役割  

「持続可能な水道」「安全な水の供給」「強靭な水道」を実現するためには、各水道事業者による着実な取

組みの推進が重要です。管理の共同化のように給水区域を越えた広域的な取組みの推進、火山対策マニ

ュアルの作成等の各水道事業者共通となる事例紹介等は県が担うことが効率的です。 

また、給水人口減少に伴う水道事業運営の課題に対して、水道事業者と連携して広域化等の課題解決の

方向性を検討し、県民へ安全で安定した給水の確保を実現していくことが必要です。 

 

（県全域） 

・水道事業のさらなる広域化の実現に向けた取組みを推進する。 

 

・貯水槽水道の安全な水の供給に係る水道事業者と保健所との連携を促進する。 

・クリプトスポリジウム等の水質監視に係る水道事業者等との連携を促進する。 

・耐震化計画の策定支援等により計画的な耐震化を促進する。 

・火山対策、津波対策等の災害に備えた危機管理体制の構築を支援する。 

 

（共同水源エリア） 

・企業団を含む大規模事業者がこれまで検討してきた水道施設の共通化・広域化の進展に向けて、許認可

行政・広域行政の視点から助言を行う。 

・個別水源エリアへの技術協力等の連絡・調整を行う。 

 

（個別水源エリア） 

・水道事業者に人口減少や給水収益減少に伴う将来の経営環境と課題を具体的に認識してもらうため、人

口・水需要・経営状況予測の支援を行う。 

・課題解決の手法（県内外での成功事例、民間活力や一部事務組合の導入実績等）の情報提供を行う。ま

た事業者間の情報共有を支援し、連携の機運を醸成する。 

・協議の場を設置し、具体的な広域化の手法の検討を行う。 

資料１－３ 
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66 ８ 策定後の実施体制とフォローアップ 

（1）実施体制の構築 

課題に対応した実現方策を確実に推進するためには、緊急性が高い課題、多大な投資が必要な課題、

長期にわたって対応する必要がある課題等、様々な種類の課題があることから、神奈川県水道事業広域

連携調整会議等で水道事業者等の関係機関と意見交換や調整を行うとともに、優先順位を付けた計画的

な取組みを推進し、緊急性の高い課題に対して迅速に対応できる体制を構築していきます。 

 

（2）フォローアップ 

県水道ビジョンで掲げている取組の進捗や目標達成状況については、４年に１回、定期的に点検を行

います。この点検の結果や、水道事業を取り巻く環境の変化、新たな県民ニーズ等を考慮し、必要に応

じて内容の見直しを行います。また、点検結果については、水道事業者等の関係機関と共有するととも

に、県のホームページで公表します。 

 

 

53 ８ 策定後の実施体制とフォローアップ 

（１） 実施体制の構築 

課題に対応した実現方策を確実に推進するためには、緊急性が高い課題、多大な投資が必要な課題、

長期にわたって対応する必要がある課題等、様々な種類の課題があることから、優先順位を付けた計

画的な取組みを推進し、緊急性の高い課題に対して迅速に対応できる体制を構築していきます。 

 

 

（２） フォローアップ 

各実現方策の進捗状況、目標達成状況について業務指標等を活用して定期的に把握するとともに、

策定後の環境の変化、新たな県民ニーズを考慮し、計画期間内に県水道ビジョンの点検を行い必要に

応じて内容を見直していきます。 

          

資料１－３ 


